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我が国林野行政の重点施策と其の具現方策について･浜住芳一（1）
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間伐の理解と普及とのために．…･………･･ ．．…中村賢太郎（7）
空中写真測量の過去・現在･未来について．･ ･･……武田通治（11）

× × ×

邸欽堂氏から畷近の台湾のﾎ鐸」を聴く．…･･………････．．…（13）
敬老座淡会（1）．…･……･･･……･･･…･….………･･･ ..．（15）

× × ×

識和後の日本経済（長野支部第2回総回特別講演）・稲葉秀三（25）
× × ×

測疏機械のニユ,--フエー･ス……．．…･････…………･……･･･（24）

九州支部総会の記…．．……………･…･…･…．．…….．. ．（表紙3）
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吉田博士箸林債算法及較利學価230円徳川跡士罐講縫林技術史的研究第0円
吉田博士著専理論森赫經理學価380阿井J無士著林業害虫防除論瀧濡細
中村陣士著育林學原論価350円内田博士著實用雛測量法価120円
中村博士著竪造就学随想価300円宇野博士著竹材の性質と其利用価50円
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三浦博士著奇林業實雛と實習価350円岩暇之助著蕊椎茸培養法価150W
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☆林学講座以下続刊斗

育 林傾縦篭階

木材.の防腐圏瀞韓農著

木材の蔑麦岡駕鱗農著
木材腐朽伊糠轌燐

木材理學平葬挙瀧著
☆林業関係図番★

林業經螢計算艤鮮鱸

林木育種〔上･下〕餓譜燕

農用林概論患鮮難

瀧特殊林産爆鵲左蕊

森林作業法聰鰭零購

實践育赫學蝋鮮難

赫學講躍〔最新刊］
本講座は斯界の権威ある大学教授並びに現場研究者によって,林学全
般に亘り系統的に蔚馳された最新の内容をもつもので，新制大学の

テキスI､並びに現場技刺蒲にとっての好箇の指導書・参考書である。

森林施業’蕊篭磯舗j撫冒
〔略目次〕立木溝成,薪炭林の得失,伐採面，人工造林,面蔵施業，単木施

業，伐採木選定基準，蓄稜保育，造林樹赦,混交林，施業方針,増産対策,他

樹 病獣驚宣農鰯鰐鴇
〔略目次〕疾病の概念,バイラスによる病害,細菌類による病害,菌類による

病害(寄生虫による病害),病害の防除(殺菌剤)，その他の原因による病害,他

木材炭化董奄武壺著雛撰鴉
〔略目次〕木材の熱分解，木材乾溜（乾溜装澄・松根乾溜)，製炭蛾が国の

築窯製炭法)，木炭（炭化率・収炭率・木炭の用途・木炭の性質。収縮率),他

測 樹嶺東電箪室簔舗鰐駕
〔略目次〕単木材職測定法（基礎論と伐木測定・立木の測定・略算法と目算
法)，測定器具と測定法,林分材積潰腱法,年齢及び成長量の査定法,収穫表,他

林業政策蒼繍.驫舗鰐鵜
〔略目次〕日本林業の構造,林業経営の技術と経済，林産物の辮合，緊急経
済と林業，植民地及び海外の林業開拓，森林政策基本立法，国有林政策，他
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国有林野事業の一部公企業化について

（課題我が國林野行政の重黙施策と其の具現方策について）

名古屋瞥林局浜住芳 _ 一

生産事業公企業体化についてその必要性と具体策を論究し

た。

一緒 論

昭和22年4月1日国有林野事業特別会計法が施行せら

れてより4ケ牢余を経過したのであるが，此の間我盈は森

林事業として比較的新1い発展段階にあって，この法の目

的に沿って事業の実行にあたって来たのであるが，併し乍

我々の経験し来つた国有林野事業の企業的運営，合理的経

営，能率化等，これをひいては国民の福利への寄与に関し

て幾多の矛盾と実行上の困難に会って，決して満足すべき

方向に進翠得たとは言へない状態にあるのではなから弓

か。これらの障害となる諸問題は決して新し《生起したも
ので億なく森林事業がもつ複雑性或ひは拡範性からくるも

のであり，例へば公益的性質を多分に有すること,損益計

算の困難なぢこと，費源である蓄穣財産の評価が適確でな

く，ひいては財産状態の把握が困難であること等の一般経

済状態との相違による企業的運営の困難性と，叉一方，国

有林野事業の企業的性格より来る運営の困難性，即ち経理

を一般国の経済より分離して特別会計を行ひ，秒立採算制

を採って来たのであるが，この企業の実態は，財政的，行

政的，或ひは政治上の拘束を受け,企業的経営原理を採り

入れることが困難であって，か異る矛盾と困難性のため国

有林野事業の企業的運営，或ひは合理化の実績は十分挙げ

得ら辞しなかったのが現状であるよ5に思はれる。勿論国有

林野事業特別会計法第1条に言ふ企業的運営の語義の解釈

によるものがあるとしても，こ上腱利潤の追究は営利性を

放棄しては考へられないところであり，現在の国有林野事

業の有する公益的性絡のもの些内ﾎ確たる公共性に立つも

の，例へぼ治山治水事業の如き国士保安の面叉は造林事業

の－部の如き水源酒菱の面を含めた企業概念が妥当である

か否かは論議の起る所であらう。然らば果して国有林野事

業が包含する企業性と公共性の部門に一線を引くことが可

能なりやと云へぼ，これは叉不可能涯問題である。以上の

如き内容の下に本法の運常を期すとしても，結熟こ期待す

るはむしろ無理であり，実行上種盈の困難を生営箭ることは

目 次

一緒論

二吾国林野行政上に占める国有凋野事業の意蕊

1国有林の必要性

2国有林野事業殊に直営生瀧事業の必要性

三国有林野事業特別会計の性格及び批判
1国有林野事業特別会計の性絡 、

2国有林野事業に於ける公共性と企業性の検討

3国有称野事業特別会計の企業性に関する批判一
四圏宥林野事業に於ける生産事業公企業化の華礎

1公企業化の形態

2生産事業の範囲

3公企業化に伴ふ民間林業との関係

五生産事業公企業化の具体策について

六結語

引用並びに参考文献

梗 概

国有制野事謂侍別会計が設立されてより4ヶ年余,企業

的運営が実施されて来たのであるが,本会計の内蔵す為公

共的,公益的性絡と企業約運営との調和は実務上極めて困

難な問題を提起して来たのである。国有林を対象とする本

会計が公共性を根本理念とすることは論議のない所である

が，これと調和せんとする企調生の面に､ついて再検討を要

するのではなからうか。現行のまLでは企業的運営は種を

なる問題の下に単なる語義にすぎなくなると考へるに到

り，この企業性に検討を加へ，国有林野事業の内より営利

性を許容する範囲即ち生産事業を組織面，会計面に於いて

分離しこれを公企業体化し現在の如き財政的，行政的，或

は法律上の拘束を可及的に除き企業経営原理に基く経営を

行ひ，経営をより合理的，能率的ならしめ，而も森林事業

の本質に立吟って国有林野事業全体の健全な発展に資せんもと

するための具現策診論じた。而してこの論題の下に国有林

及び国有林野事業，殊に直営生産事業の意幾と必要性左論

じ，民間に巷談される官有民営論の危険性を説き，更に現

在の国有林野事業特別会計の企業性について批判を加へ、

全
Ｐ
一

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
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浜住：国有林野事業の一部公企業化について

叉当然のことではなからうか。こ上に我々は損益計算の上

に藷L,て本事業を育成部門と加工部門に分けて考察しよう

とするに至ったのである．即ち森林育成の部門と林木加工

利用の部門とに分け,後者に於いて比較的正い､企業経営

原理に華<原価計算を行ひ，前者に於いて比較的派生価値

の評価し得ない公共的面をも含め,森林育成を林水採坂価

値による再生龍我によって賄う思想の基に比較損益計算を

行なほんとするものである。か坐る傾向は現状の回避にす

ぎ表問題は企業的運営の可能性にありとするものである。

こ上に国有林野事業は必然的に前記育成部門の公共性を多

く含み，企業経営原理によることの出来ない部面と，加工

部門の所謂企業的に運営可龍の部面の二つに分けられるも

のと考へ，前者を一般国の経済をもって経理し運営し，後

者を更に自主的企業の形態，即ち完全なる或ひは真の意味

の公企業の形態にして企業経営原理に基いで運営すべきで

あると考察するものである。

以上述べ采つた理由と目的の下に錐者は国有林卿事業の

重要性を痛感すると共に，之が運営にあたって所謂育成部

門を一般会計的にあつかい，加工部門を真の意味の公企業

化して運営することによって森林事業の発展的経営形態を

見出しうると考へ，而も現下我国林野行政の重点施策をこ

こに至されんことを願ひ，以下これについて論じようとす

るものである。

もとより浅学にして非才而も研究も未だ浅く内容の薄弱

なことは今後の研究に待つことLして，意のあるところを

吐露してお上かたの御批判を得んとするものである｡

二吾國林野行政上に占める國宥林野

事業の意義

国有林野は我国林野面積の35％を占める面積を有し，

蓄積において我国森林蓄積の43％にあたるのであり，国

有林野事業の主なる内容は林木生産を主目的とする生産経

済である。而して営林署の直営生産事業として行なはれる

所の生産は用材で約6割,薪炭材で3～4割を占め，これ

が国民経潜上に占める役割ど同時に，森林の果す国土保安

及び治水の役割は極めて重要であり，林野行政上国有林野

事業の意蕊は叉大である。森林と林業の本賀論からして森

林国有論を理想とすることについては，餌治32年特別経

営事業創設より，昭和22年の所謂林政統一に龍いても，

更に今次林野整備の問題に至っても相当に論議されたとこ

ろであ為。匡奥に国有林野事業の意義について以下数項こ

れを述べてみる。

1 国有林の必要性

国有林保存の思想は欧米賭国に於いても，社会思想叉は

社会制度の変革と共に消長があったのであるが， 19世紀

に至り自由経済主義と共に国有林の売却諭弥…し之の実

行に着手した国もあったが，国有林売却が森林経営の特性

よりして不合理のあることを覚るに至った。これが前大戦

後社会制度の変革に伴ひ森林の社会化が叩護れ,森林の社

会的公正と合理的経営を同時に達成するには民有林の国有

化にあるとせられ,全般的な社会ｲ睡動と共に相当有力と
な‘’一部の国に実現を見たのであるが,やはりか坐る急激

な変革は実行上重大な困難を伴ひ全殻的実現に至らなかっ

たのである。併しながら森林所有の問題は単に社会思想に

基をおかれるべきものではなく森林の有する性緒に基き，

社会的，叉経営的特質によるものである。思ぶに吾国にあ

っては森林面稜が国土の7割を占必，而も地形的，気象的

に森林繁茂の社会的意義力寵大であり,且つ又木材の織
的生産を図り林産物供給の直嫉効用と，治山，治水の国土

保安上の間接的効用を考へ併せるとき森林の特性の上に立

つ林業政策が国家的に極めて重大であると言ひぅ為。更に

森林経営の特性より木材の保続生産と森林蓄積の維持等所

謂法正状態の理想へ森林の機能を活動せしあるに長年月を

要するものであり，ひとたび之が破れる場合はたちまち森

林及び国土の荒廃を来し而も回復は仲燕困難とされるもの

である。更に森林を喪本主義的経済の下におくならば，林

業が大企業形態を有利とする結果，土地身鮒卜の傾向は著し

くおこり，林産物需給の公正ば破られ,而も森林の荒廃と

国土の不安を来すに至ることは極鋤て憂慰されるものであ

る。か▲る剃蒙経営の特質，或ひは注会政策上の見地より

して調氷社会化は必然であり，且芳つ又漸次その思想の進展

をみる状勢にあると考へられ，国有林の必要性の思潮は更

に大きくならう。

2国有林野事業殊に直営生産事業の必要性

森林社会化の必然より国有林の必要性を述べてきたが，

この国有林の管理経営に関してはその所有理論と同時に国

営事業たるの性格を有することを弁ずることの必要はない

と患慮される。即ち前述の森林経営の特性と森林の社会的

地位及びその社会化への念慮よりして，国有林野事業とし

ての必婁なることは既に述べ尽した所である。このことに

関して早尾氏の論文にある「森林国有の理想は資本主義経

済組識の下に鐺いては到底相客れない所である」とするこ′

とも－概にか坐る前提をおく必要があるかどうかと云うこ

とに疑点のおるところである。即ち盗本主義経済の変遷を

考へるとき，一般社会化史観の発展の上に我々は旧い資本

主義概念にとらわれる必要がないと思ふからであるQこ＆

に国有林野事業が一般国家経済から分離して特別会計とし

’て経理L，合理的経営を行ひ，而して木材及び薪炭の需給

関係に於て社会的，公正の淵鑑室目的として，経営さ淑る

ことが一つの進歩の段階であると云へるのである。即ち林

産物需給の調節及び価格の調節と公正分配の問題も国営事

、

舞
一
｛

一
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浜住：国有林野事業の一部公企調上について

業としての大きい役割があり，森林の維持強化及び国土保

安,水源酒斐の役割も叉国営事業としての必要性がある｡．

・唯ご上W二考へ海ぱならぬことは各営林署で行なはれる直

営生礁事業④問題である。生産事業には立木売払ひと宮行

伐木事業力逹なものであるが，民間素材業者は業体が大き

くなるに従ひ立木売払ひを希望するようになり，そこに現

在屡為聞かされる官行伐木事業が必要ごあるかどうかの論

議が起る所である。こLに本論文の主旨の基調となるべき

この問題につき明確にしておかなければならない。

宮行伐木事業の澪ドを論ずる人為は勿論民間業界に多い

と思はれるが,或ひ臓国有林内部に蕊ける事業担当者にし
てどの論議を行ふ人があるのではなからうか”この後者に

ついては事業実行にあたり種盈困難なる問題に会って考へ

至されるのであらうが，一見官行事業が所謂官庁事業の非

龍率と云ふ常套語のために事業の合理化と能率化の困難性

と併せ老へられる者の，又は一方官行事業が数字面で赤字

を示した場合，叉は企業組織上所謂一般企業会社の如き労

働或ひは能率に対する対価が与へられなし等の点について

考へ起す所の錯覚であらうと考へられるのである。即ち合

理化能率化は組織の問題とも関連して極めて困難な問題で

あり，誰三人として非能率な行為を意識してするものはな

く墨合理的能率的行為に精進しつLあるものである瀧,･こ

れは一つに組織の問題に帰着するものである。又官行であ

れば赤字が出ると云ふ問題については，これは大部分は単

唯数字面であって,殊に国有林野事業に於いては育成部門

と云ふ非売管理を背負ってゐるのであり，純正原価でない

原価を基として損益計算が行なはれることに考へ致すなら

ば，若し直営生産事業それのみについて而も純然たる営利

主義によって経繕するとするならば,断じて民間以上の黒

字の出ることを高言しては壁からない所である。組織の問

題については経済椿勢の窪動或ひは事業内容の褒動と共に

有機的に構成されるべきであり，之が検討は常に行なはれ

でゐる所である。勿論この点が問題となる点であるが6次

に一般会社との待遇比較については，事業の公益性，公共

性の立場に立って，それがあぐま-録‘経濟的見地に立つの

でなく，公経済的観念に立つてゐることを自覚しなげ熱ぱ

ならないのであり，以上種詩の論議に錯覚を起してはなら

ないと思ふのである。

更に前者についていえば，官庁事業の不必要を説く最た

るものは多く秋田，長野等国有林に依存することの大なる

地方に多いと恩はｵ1，るが，これらは主に直営生態蕊業詮官

有民営にする論議である。これは極めで虫の良い而も危険

穂る主張であると云ふべきである。即ち国有赫野事業の極

めて良い部面を而もその甘い汁のみを吸はんとするもので

あると云はざるを得ない。こ上に若しその利潤の相当額を
〃

国に還元するとしても，その額の算定は不可能であり，且

つ叉森林再生鐸費即ち育成部門を賄ひうろだけの利潤の還
・元をなし，その事業の赤字となることを老へるならば，こ

/れを更に具体的に進んで強力な国家の監督の下に跡地の造

林及び育戒叉は荒廃防止を行ふ責任のもとに事業を行ふ場

合ならば民間においてこれを受けるものはおそらくないで

あらう。然る場合民間の主張する官有民営論こそ森林の荒

廃を招き，且つ叉森林事業の独占化による林産物市場の混

乱を招来す鴇ことは必定である。4
こ坐に本論文の主旨の基調があり，森林の特性と森林の

社会的地位に立ってあくまで現行国有林野事業の主旨に合

目的に且つ又住会化の思潮に沿って，現在の特別会計に且

つ叉国有林野行政面に検討を加へんとするなのである。

三國有林野事業特別會計の性格及び批判

前項に於て述べた国有林野事業の意義に基づいて，本事

業の特別会計に検討を加へるのであるが，前述したように

国有林野事業が公益性の上に立ち，且つ又企業的運営を行

ひ，更に困難な損益計算を行ひつLも特別会計としての新

しい発展段階に入って筒日浅い現在えの検討を行ふことは

決して否定的立場に立つものではない。あくまで森林経営

殊に国有林野事業の本質の上に立って，ことにより合理的

運営を考究せんとするものである。 、

1国有林野事業4捌会計の性格

国有林野事業特別会計法第1条に「国有林野事業を企業

的に運営しその健全な発達に礎するため，繕別会計を設冠

し，一般会計と区分して経理する」とあり，こ上に本会計

の目的は明か垂ある。更に特別会計をもって経理する国有

林野事業の経営にあたっては，国有林野経営規程第1条に

「国有林野は国土の保安その他公益を保持し，国民の福祉

増進を図ることを旨とし，森林盗源を培養し，森林生産力

詮向上するとともに，生産の保続及び経営の合理化に努め

て，これを経営しなければならない」とあり，経営内容が

判然としてゐるのである。こ坐に勿論経営規程は特別会計

法の瞳囲内にあるのであるが，特別会計法に云ふところの

『企業的運営」の意義釣謹めて重大であり，それにより本

特別会計の性格が鯛かになると云へるのである。

こLに企業的運営とは，法律語としては従来ない用例で

あり，この企慧勺の意義は必ずしも判明とはいひ難いもの

であるが，この溌朱詮決定することが本会計運用の梗本理

念となるものである。

此の見解については公，私法学者或ひは国民経済学者,

経営経済学者の間にあって唾々なる見方があり，企業を営

利的行論を為す主体でありとする見解と更に企業を以って
一つの経営所有組織として営利目的を排除する学者もあ

る｡又公企業観念として営利の要素を除きこれに代るに詮

一

一
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浜住：国有林野事業の一部公企調上について
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会公益をもってする。とせられる見解もあり，更に林学者 つた経営形態であり，而もこの企業的迩営据より国有林野
は当然営利目的を許容すべきであり，而もこの場合普通利 の健全な発展に姿せんとすることは企業とじて而も明かに
潤を最低限界として林業没下段本の運用を企図すべきであ 公益的性質を包含するものであり，こLに企業的運営の困
ると会ふのであ:るが,以上の論点より今日慣用される企業 錨生があるわけである°かLる意味に於いて先づこの企業
概念は営利目的を要素とするものと解すべきであり，この 性を検討批判しそこに合理的運営の面を追求せんとするも
見解が現在特別会計法の指導理念である。而してこの場合 のである。
国有林野事業の公益性との調和については第'条に於ける 3 国有林野事業特別会計の企業性に関する批判
「健全なる発達に資する」とあることにより汲みとること 企業的運営が営利性を許容するものであり，而も公益性
が田来るのであ箔。こ些炊豐狼て，この特別会計の指導理念 を包含すると云ふこの企業性を経営経済学的見地に立って
がどこまでも国民全体の福祉に貢献し国家百年の計に合す 企業的経営原理の枠に拘束することは避けるべきである
ること胆よって真に国有とする意義があり，利潤の追求と が，この企業の性格が単に営利詮許容するの限度1こ止るな

云ふも．国家財政への寄与を云ふも，叉林業経営の独善， らぱ国有林野事業に於ける企業性の面は利潤を伴ふ生産事
地元民保護の偏重も，職員従業員の待遇問題にも，この点 業にと堂まり単なる経営経済原則によるものであり公益性
において限界が見出されるものであり，あく．まで民主主義 との閥連性は老へられない。

の理想にかなう，健全な発展に資する所にあるのである。 国の所有にか坐る経営と1-ﾉての概念よりする場合，これ

以上国有林野事業特別会計の性格が明かとなったのであ を「国営難企調こした」と解し，その土に公企業の概念を

るが,理想として調和さるべき二つの大きい性絡即ち公益． 与へるべきかと云ふ問題については，現在の経営形態が所

性と企業性の問題が本会計実施面に錨いて極めて困難な間 謂企業経営原理に基くものでない為にむ.しる現在の国有林

題を提示する｡前記の野村博士の説の如くとしても普通利 野事業は宮公事業の域を脱しないものと鐘はねばならな
潤以下の事業は避けねばならないのか，と云ふ問題，或ひ ぃ。即ち特別会計法第2条に「本会計の管理識ま農林大臣

は独立採算制を採るための，即ち自主自弁を行ふ為に企業・で」とあり，主溺大臣がその管理にあたるべく規定されて
的運営と云ふ烹蕊鞘ひられたのではないかと云ふ問題，又 ゐるのであるが懲休大臣は行政震関であり，こLに行政上

●

更に進んで企業的経営原理に従って運営することが単に営 の大きい拘束の下におかｵ1，又,予算,決算は主務大臣が作

利目的と云ふ概念と離れるとしても実施面において行政 成し大蔵大臣に提出するのである力守算は行政面，財政面

的，財政的或ひは政治的拘束に縛られる面等の問題が起る に縛らｵ噛めてゆとりのないものであり，国家財政の枠に

のである。こ上に公共性と企業性の検討を加へる必要があ よって極めて圧迫される為に，企業会計の原理である決算

る。 会計即ち実行をながめ予定の変更を行ひ合理的経営を寸司坐

2国有林野事業に於ける公共性と企業朧の検討 めると云ふ根本原理は行はれなくあく･まで予算に縛られる

前述の国有林野事業特別会計の根本理念は理想的指導原 予算会計的湾里におちる現状である。更に，それらはすべ
理として極めて有意義なものであり，我々の目標も叉こ坐 て国会の支配下にあり，此の会計の企業性は行政的′財政
にあるが，運営面に於ける諸種の問題を淡討するにあた 的，政治的支配下にあるのであり，この状態をも‘って公企

り，公共性と企業性について解鯛する必要がある。之を概 、業と解することは出来ないことではなからうか。更に企業

括的に見るならば国有林野事業に於いては，この公共性の 性を合理的経営目的の為に私企業的管理技術及び私企業的

面と企業性の面を判然と区別することは不可能であり，こ 管理組織の導入によると解することは，単に潅企業的合理

こに一線を劃することは出来ないと云はねばならない。之 性．能率性に近づけんとする考へ方であり，反面国醤企業

を早尾氏の説による公共的,公益的面の外に国家財源的な ？非能率青前提としたものであり.而も管理按砺と管理組
見方をして後者を所謂企業的運営として営利経営の対象ど 織の合理性,能率性は国営,私企業の双方雁普遍的に妥当
し筒私館経済観涯より多為増盈弁ずると考へることは，む するものであり’か入る見解は考へられない所である。

しる国有林畷事業の根本指導理念に誤解詮招き易いものと 以上の如く国有林野事業の企業性ば利潤を対照とし而も

思はれる。 その内容が極めて非合理的であり，且つ叉その中に公益性

国有林野事業の公共性に関して判然産してゐる面として を含むと云ふ複雑にして実施困難な内容左有するものであ

は即ち国土保安，治山，治水，水源酒養或ひは国民の糖神 るが，こ鳥に我為は「公共性と営利性との矛盾せる二性絡

上,身体保健上廷及ぼす効用等調諦の特賛或ひは社会的地 の争ひの妥結の場所が公企業であり,而もそこに弱点があ
位の上に求獅られろのであるが,企業性の面に関してば特 る」と説くリーフマン的理解に反対した増地博士の見解
鵬慧I法に於て所謂｢企業的に運営する」ことによって起 「公企業と云へども公益を顧みざるもの侭殆んどない」と

－4－
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浜住：国有林野事業の一部公企業化について

しる困難であると老へらｵしるもの毛あって，即ちこLには

非従属的公企業の形態の下に自主化,独立化した公企業を

考へるものであり，現行特別会計法の敦正によ遥新し<財

政的に独立した行政的自由な立場に立って企業的運営の実

を挙げんとするものである。
必

2生産事業の範囲

公企業形態に伴ひ之の対象となる国有林野事業の範囲は

前述せる如く利潤追求，営利目的の対象となる事業であ

り，林産物の生産を対象とする事業を範囲とするものであ

る。これは現行国有林野事業における収穫業務挺より処理

せられる笥画以後と解すべく，即ち立木処分，素材生産事

業，薪炭生産事業，輸送販売事業を主としこれに椎茸生産

事業を加へた範囲と考へる。こふに立木売拭については論

議のある所と恩はれるが，これについては収天面は当然一

般会計部面に全額入り公企業体がそこにマーヂンをとると

云ふ思想は介在しないのであるが，立木売払後買受人の処

理は現行直営生産事業と密接な関係があるため，この点涯

関しては売払業務迩公企業体に依嘱する形式と解さ識』た

い｡

3公企業化に件ふ民間業稽との関係

第2項の2に於て直営生産事業の必要性について述べ，

官有民営論につきいさLか反論した所であるが，が上る公

企業隊の形態のもとに墨企業化は国有林野事業の本旨と何

等座りのないことは再三述べる所である。唯こLに一つか
かる公企業体が設けられること腫より従来の国有林野事業

と民間業者との間に中間企業形態力§介在し，これがため国

有林産物の分配懇それに独占化され,叉ばそ峯に利潤の蓄
談が行なはれると解すること力握るかも知れないのである

が，この様などとはあくまでこの公企業形態におい乙は起

らないのであり.,公企調上があくまで企業鮒運営に資する
ためであり，更に合理的経営目的のためにあり繰返し述

べる如く本質的に何等変る所はなくむしろ林産物の社会的

公正分配の目的はより能率的，合理的に行なはれると解さ
れるものである。

五生産事業公企業化の具禮策について

公企業化の理想的形態はPUblicCorporation(公共企

業体）の形態にあることを速くて来たのであるが，こ上に

述べる具現策としてもこの法人企業体への過渡的段階とし

て毒究するものであり， その目標はアネリカ合衆国の
GovernmentCorporationに近いものと老へられることを

争

前提として準く。

1組織の繊想

組織について細部的検討は今後の碕究にまつことLして

主旨に基く構想と理念を展開する。

事業運営の組織としては，生産事業である公企業体童，

云ふ説に従ひ，国溌企業の語義左更に進展させた所謂公企

業の祇念に企業性をむすびつけるべきであると考へるもの

である。こLに性緒上公益性を含み，国家の所有する公企

業として，更に財政的,行政的,政治的拘束から脱した企

業性の窪り方をと為涯らぱ国有林野事業の企業的運営は実

施面に龍いて糞の運営が出来,それ俵国民全体の福祉への
根本理念の達成を遂行出来るものと考へ為ものである。

斯様な見地より国有林野事業は公共性と企業性の間に一

線を劃することは不覗旨であるが，この企鐵勺運営即ち営

矛雌の面ぞ公企業化し，一方利潤追瀧の対象とならない純

然たる公共性の面を一殻の国の経済面より即ち一般会計と

して経理することを経営組織と1万亡考へるものである。そ

こで公企業の形態と営利性の範囲について解鯛する必要が
ノ

鎚こる。次に具体的に公企調bする企業性基礎概念及び営

利性の対膿たる生産事業の範囲竃考究する。

四國有林畷事業に於ける生産事業
公企業化の基礎

1公‘磯化の形態

公企業化の目的はあくまで国有林野事業の榎本指導理念

に反するものではないのであって，こ上に公企業を山城教

授の経営経済学見地に立った所の性緒論として「所有」の

形態を離れたものと解することはとらないところである。

即ちこ上に云ふ公企業はあくまで所有形態，即ち国家経営

なることを前提に鮨くことは森林事業の性格として叉国有

林野事業の本質として極めて重要なる因子である。而して

公企業化の形態は前述の如く管理技術或ひは管理組織の私

企業形態への接近であるとする見解はとらないものである

が，公企業の発展段階として之をとらへると云ふ概念を与

へるとするならば，山城教授の説，即ち「国や公共団体が

純行政経営として行政原理胆もとづき公的機関として，公

務員により経営してゐる官公事業に自主独立的な経営によ

る事業らしき能率性を与へ愚ため,、先づ可及的これを行政

の関与から閥雛せしめればならない。そこに行政的に可及

釣従属しない非従属的な公企業が老へられる。この公企業

は財政,行政．政治の一部どして構成されるGovernment

,Departmentではないが， しかしいまだGovernment

Agencyの一つである。而もこれを財政について何等かの

独立をはかり，行政についても理事者に自由な特定の地位

を与へ，更に会計の独立を図る等財政，行政，政治等に対

する従属からの分離が企図さ証る。これを非従属的公企業

と名附ける」による所の非従属的公企業として解釈する形

態を与へんとするものである。

更に進んで国の所有を離れ或ひは経営を離れた法人体企

業即ちPublicCorporationとして公企業は発展するので

あるが，現段階における国家社割く情よりか坐る飛躍はむ

《
・
一

←

夕

鞠
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浜住：国有林野事業の一部公企調上につ1,,て

公共的性格詮もつ所の林地及び森林の育成事業，即ち治山

事業造赫,種苗，関係事業等非売管理事業と完全に区別

し分離し（勿論相関連する公益性を完全に区別することは

出来ない”中央に於て倣鍵味大臣叉は林野庁長官と同格

の長をおき行政的に自由な特定の地位をあたへる。即ちこ
の織想ば国有鉄道法第36条2項の構想(現行は但し書lこ

よる）に近いものとする。各営林局，署にあってば現行事

業部を拡充し分離した機織とする。但し現段階に於いては

これに公法上の法人緒をあたへるのでなくGovernment

Agencyの領域におく‘ものであるが,将来は形態及び擬概一

の充実と共に法人絡をあたへた公共企業体に改変せん･とす

る。この公共企業体については現行の日本専売公社遇日

本国有鉄道法の概念とは異なるところのより自主化された

「全額政府出費会社｣例へばアメリカ合衆国の政府会社の

概念に近きものとする。所謂経営経濱学上最狭義の公共企
業体と解する。

会計組織については公企業体の長急尭の責任管理にあた

り，国の財政的統制の下に鐇愈謝れるのであるが，法令に話・

いてアメリカ合衆国の睡懸会辻統制法｣第102条に定め

られる主旨をとり入れる。即ち「予算案はこれを企業的形

式の予算，別言すれば運営計画書とし会社が法律によって

許された活動蛍適切に遂行出来る犠にするだめ弾力性の必

要に応ずる充分のゆとりをもたせ,緊急及び偶発の事態に
関する準備を含むものとする」とある。このことによって

財政的独立を可及的許し企業約運営を円滑ならし錨るも

2経営内容の織想

この公企業体の経営内容，即ち事業実行の範囲は前述

蟻4項の2）した所であるが，この実行については一殻

会計部門における収穫業務により規制されその監視の下に
実行しなければならない。而も国有林野事業の本質に基づ

いて事業の実行がなされねばならない。そのたあに，この

企業の目的捻営矛雌を許容すると同時に公益に尽すことを

要求せられ，更に育成部門の事業実歳ﾛち森林育成，保
育，及び森林保読の問題に関して全面的に貫献することが
蕊務づけられる。

こ

損益に関してば上記の主旨に基き利潤はすべて一般会計
部門に還元されなければならない｡而してこの還元額の範
囲は一殿会計部門が恒常在高の原則に立ち,収穫の保読の
上から計画された事業に必要な経費に充当するに足葱頴種

あり，これを経理上法定納付金の形で損益計算に入れる。
次に損失につL､ては，特別の必要があると認めた場合はそ

の損失の額を限度として政府が交付金を交付す為。

以上の重点的栂想の下に細部については更に今後の研究

によるとして，生産事業の公企業化を実現せんと考へる次
第である。

』

六結 ・語

国有林野事業特別会計力韮業的運営を目的としてゐるこ

とは特別会計法に鯛かであるが，実際運営面に於て幾多の

困難と矛盾に会ってこの国有林野事業の本質である林業の
込

特性及び社会約地位の自覚の上に更に合理的経営の形態を

考究するに至ったのであるが，この根本理念をもって国有

林野事業に於いて営利的手段を許容する制晒を公共企業体
（其の意味の）の形態への移行の段贈にとらへ，企業経営

原理に基づく企業的運営の実を挙げ，その目的達成の形態
を論及したのである。而してこの論文で強調したいこと

は』国有林の必要性，ひいこ亡国有林野事業の必要性と社会

化の問題詮基調Lた公企業形態への移行と更に現段階に於
けるその形態的溝想について壁あるが，研究不十分であ

り，且つ又経営経済学的素養もなく叉もとより微才の者に

して論旨の公明を欠き，票点の朗確を欠くのおそれがある

が，国有林野事業I寺別会計の実務にたづさわり，一つに感

じ来つた所をもと皇していさ上か述べ今後更に耐溌を続け
たいと念ずる次第である。

引用並びに参考文献
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ほ必ずしも適当でない。とくに雪害は間伐の強さとの関係

が深いように見え麺§,地形その他憩密接な関係を有し，
局部的に被害の程度力錘うことがある。たとえば東京大学

千葉県演習林では雪害は北向きのスギの造林地に限られて

いたのに,昭和26坪月15日には主として南向きのス
ギ林力球害詮受けた。

要するに間伐を適度腋瑛行すれば林木は健全に発育する
に反し，間伐なおこた君と不健全にな・りやすいとしても〃

被害の多少によって間伐方法の適否を批判すぁことは適当

でなく，森林被害の原因は間伐が弱いためであると断定ず

ることははなはだしい曲解である。

つぎに伐期が高い林業では，間御便入渤鍾要薩意義を有

するが，収入を主目的として間伐を実行することはよろし

くない。

したがって間伐の主目的は価値の高い木材を多量に生産
／

することでなければならない。間伐を実行すれば残存木の

直径成長がさかんになるため，一定の伐期で直屋のおおき

い木材を生産できる利益があるが，立木本数がへるため主

林木の材穣はかえって減少するのが普通である。これに間

伐木の材談を加えると，材穣総収穫は間戊が郷､ほど増加

ずる傾向があるが，間伐木は直径がちいさいばかりでな

く，少量ずつ伐採されるため，交通の便がわるいと立木価

格がはなはだやすい。すなわち木材搬出淫便利である森林

では間伐による収入力調当諸諸くなるが，奥地林では集絢

な間伐は実行できない。皆伐作業の主伐収漢は立木価絡が

高いため主伐材積の多少力鍾要であるが，強度の間伐を実

行すれば主林木の材稜がへるかわりに，直径が論裁きいた

め単価が高くなる利益がある。要j-るに間伐の方法によっ

て材積収穫が変化するばかりでなく，立木価緒がそれぞれ

違うため，その利害を比較することはかなり困難であ愚。

したが彫って各種間伐法の得失を気分によって論議する危険

がある。 夜

間伐の方法と収穫の多少との関係は世界的の権威者ウィ

ーデマン(Wiedemann)氏力淫の近著(1951年）で数]0

年間に鈴たる間伐法比較試験の成績をとりまとめている

が，大体において強度の間伐に反対している。

わが国の間伐試験色強度間伐が有利になっているのは，

カラマツ林や肥沃地のスギ林･舌比較試験を実行している関
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間伐に関する論争がさかんになったことは喜ばしい。し

かしながら議論がつかれる一因は穣本の考えかた力漣5た．

めであるゆえ,蓑ず間伐の意議とくにその目的もしくは効 ●

用をあきらかにする必要がある。

森林には治山。防災その他の効用があるとしても，林業
は原則としては価値の高い林産物を多量に生産せんとする

経演事業であ･る。土地生産業のひとつである林業に投資す 、
るには，利廻りをおおき．<することも重要ではあるが，林

業の利廻りはその計算が面倒であるばかりでなく，計算方

法に問題が龍おいため，むしろ単位面積の生籠を増すこ

と，すなわち価値の高い木材を多競に生産するよう糎努力

することがある。しかしながら価値，価絡は査定が困難で

あって，しかも変動しやすいため，金員純収穫最多ガ這要

な意義を有する･としても，得失を比較す患基準としては必

ずしも適当でない。これに反して木材が欠乏するにしたが
って質よりも量が重要になると称して,材積収穫の多少な
重く見る人がおおく，国有林では材積平均成長量を伐期決

定のめやすにしている。しかしながら幹材稜のうちには利

用できない材積があるほどで，材賛のよしあしを吟味する
こともまた重要である。なお間伐材積ほ価値力抵<，また

利用できない部分がおおいとしても，まったくこ瓢を除外

する．ことは適当でない。要するに造林樹種をえら夢ぱあい

ばもちろん，間伐の方法をきめるには材猿1I罐の多少のほ

かに，材質のよしあしを考慮する必要がある。

間伐には3種の効用がある。第1は林木を健全に発育さ
せて諸害に対する抵抗性を高めることであり，第2は金額
はすぐなくても早くから収入があ瀞ることであって，第3

は材積成長量を増すと同時に，価値の高い木材を生産でき
ることである。

~
q

一

幻■A、
r

ｰ

間伐力溺いと風害がは厳はだしくなって林相が破壊され

るという人がある。カラマツ林など窪は間伐手おく私のた

めに風害を受けたと思われる例がお薄<，間伐が強いほど

繍沐ガ鍵全に莞育して，いろいろの被害がすぐなくなると

いう説がある識風害の多少は地形や風向に支配されるこ
とがおおく，いわゆる風の遍躍にあたると大害を鍵けるゆ

え，間伐の方法によって風害に大差添あると断定すること

(筆者）東大農学部。農博

－7－



中村：間伐の理解と普及とのために

である。伐期や生産の目標によって間伐の方法をかえるこ

とは，日本の権騨者には反対する人があるが，一部のドイ

ツの学者はこの点を強調している。

樹種の纈生ならびに生産の目的などによって間伐の方法

をかえることはいちじるしい進歩であって，とくに樹霞に

よって恥扱をかえることには，おおきい意義がある、選木

の際に品種詮考慮することは理論上は一だ筐歩であるが，

肴挫繁殖のぱあいには品種左わけられないことが,話おき
いなやみであって，行きすぎるとその弊害が恐ろしい。し

かしながら間伐が強いことは必ずしも林業技術の進歩を意
味するものではないb

現在ｵっが国で使われている職幽汲を日本棒育のもの･であ
ると考えている人がおおいようであるが，これはドイツの

錘勤散をやきなおしたものとし力毒えられない。

参考としてドイツの樹型汲を掲げる。

王．鱈木上部樹冠層に加わってぃるもの

第1級木樹冠の発育がノルマルで，幹の形がよいもの

第2級木樹冠の発育がノルマルでないか，あるいは幹
の形がわるいもの

a)側方から座迫されているもの

b)形力鈴るいあばれぎ（暴領）

c)その他幹形のがわるいも･の，とくに二叉木

, d)いわゆるむち木楓にゆられて隣接木の棺をたた
くもの

e)各茜の病木

立．劣勢木上部樹冠層に加わっていないもの
・第3級木立ちおくれているが，まだ被圧されていない

もの

第4級木下篤木であるが，なお生活力があるもの

第5級木林地林木の保育に役立態二ない癖E木討惹よび枯
損木

これは1902年にドイツの林業試鱗場がきめたもので，

わが国の間伐試験は明治36年（1903年）に着手され延と

聞いている。両者は第2級木の内訳の順位ガ鐘うだけで，

偶然にしてはあまりに一致しすぎている。

わが国の樹型級は便1，､はじめてから50年になるとして

も，林業林学は永遠の生命を有して今後ますます発展すべ
きものであるゆえ，学術の進歩につれて樹型級を訂正する

ことや，間伐方法にあたらしい考案を加えることは当然で

ある。すなわち現在の樹型級ならびK二間伐方法を厳正に批
判することは誰にも許されている自由であって，かかる批
判ガ淋業技術に致命的大打撃を与えるように考えて反対す

ることば適当でなく，徹底的に意見を交換して林業林学が

進歩発達するように協力することが技術者の賀任である。
ドイツの樹型級および間伐方法をいくらか変更しただけで

篝
係であろう。しか

内外であるのに，

く鰯自然に枯損木

公正な比較を妨げ

襄と謡繍要辮蔚繍鰯麟

《
皇

なく澱出費が高くなるため手伐収穫噂比して立木価格がや

蕊議蕊
ない｡すな淘ち間伐を実行ﾙてから成長促進の銃果があら

菱擬蕊澱職阜
われる

間伐

て通う

蕊灘鴬
のぱあいには間伐を強

やせ地では間伐をひか

は30年生ご貢までは間
I

すること力麺当であ弱｡錺匡ｵﾄに反して五ﾃﾏﾂは早くから
強麗の間伐を実行するを可I色する。 《

な紫「ドイツの材築をまねるのはよくない，日本独特の

糠撫箪懸驫
淋蒙を建設せよ」とい5人

しく違う点，すなわち日本

駕蓋ぁ欝墓蓋騨常駕墓壼皇

芦
ノ

－8－



中村：間伐の理解と普及とのために
－ 一

ある現在の間伐法がﾎ窪おかすべからざる林業技術であつ－

て，これ蓮改廃することが若い技術者や学生を毒するもの

であるとは考えられない。

間伐の成績は伐採④割合にいちじるしく支配されるに反

し，客観的の樹型級詮主と'ﾝて選木することは必ずしも最

善の方法でない。本数間伐は経験に乏しい技術者gも間伐

の強さを容易にきめられるようにするものであるが,選木

には樹型級や品種を考慮することはもちろんである。すな

論も樹型級そのものに反対するものではないが,一部の権
威者が主張するように客観的に絶対的の優劣をきめようと

することは適当でない。すでに述べたごとく選木は資格試

験でなく，選抜試験であるゆえ，相対的lこ“を比較して

間伐木をえらぷに便利である樹型級を考案したいものであ

る。ドイツ式の樹型級の長所は，素人が伐りおしみをしや

すい欠点のある錘勢木(第2級木）をわかりやすくしたこ

とだけである。

欠点のある優勢木を険ることは重要香はあるが，どの経

度の欠点で第’級木と第2級木とを区別するかをきめる．こ

とは困難である。そればかりでなく苦心して樹型級をきめ

ても，林木の配羅を考えないと伐るか残ずかがき童らな

い。要するに簡単に処理できるものを，むずかしくしてわ

かりに<,くする傾向があるのが，樹型級憩強調する従来の

間伐法である。

本数間伐電は隣撰木との擾劣を比較しながら選木ぜんと

するものであるが，たとえ優勢木でも欠点があら計つれてい

るものや遺伝質がおるいものは間伐するように指導す湯こ

とば重要である。

日本式間伐は約20年前0沼和8年ごろ？）に田中波慈女

氏が提唱されたもので，品種のよしあしを吟味して選木す

る間伐法である。九州地方のさし木スギのごと,<，品種の

区別があきらかであるばあいには， はなはだ合理的であ

る。その他のぱあいにもそれぞれ2～3の品種にわけられ

ることを，機会あるごとに熱心に説明していられるが，こ

れ詮品種と呼べるかどうか疑わしく，苗畑およ齪造林地に

おいて，みしよう苗をいくつかの品種にわけることには賛

成しかねる。しかしな力蜂品種を区別できなくても，個'々

の樹木庭は形質がよいものもあれば，漉蔑がわるいものも

ある晩え，幹の形伏や生育のよしあしを十分挺吟味するこ

とは重要である。すなわち遺伝質のよしあしをできるだけ

<おしくLらべで選木するように努力しなければならない

が，葉の特徴や枝の角度などだけ･種品種にわけることは適

'当でない。

要するに間伐専門の潅威者鎭数十年間も修業しなければ

上達できないものは名人芸であって技術とはいえない。す

くなくとも広く普及さぜろには素人力數力月間に修得でき

る程髭でなければならない。 I実地の細険がない大学の先

生には間伐はわかるものではない」という権威者があるよ

うでは，間伐は普及しない。

間伐は木材増産上はなはだ重要であるゆえ，できるだけ

理解しやすくして普及させることが急務である。間伐の効

果をあげるには，個舎の選木をやかましくいうよりは，全

林としての疎開の程度すなわち間伐の強さ左指示し蓬迄広く

実行させることが重要である。これが本数間伐を提唱する

爽意であって，決して機哩級の廃止を望むものではない。

しかしながらドイツ式のやきなおしにすぎない現在の樹型
級窪金科玉条として，これを理解しないものは，間伐を語

る資箱がないよう.に宣蹟することは，間伐の普及を妨げる

ものとして反省をうながしたい。

従来は樹型級が間伐の生命であるかのどと<主張される

傾向があったが，筆者は間伐の強さすなわち残存木の本数

を重く見ることを提唱する。何事でもゆきすぎると弊害が

はなほだし<なるが，本数間伐もあまり嬢械的にならない

ように注意を要する（本誌123号参照)。

従来の間伐も，品種間伐も，群状間伐もそれぞ瓢長所が

あるが，どの間伐法を実行するとしても立木本数溌よび閉

鎖の程度にほぼ一定のわくがなければならない。選木のば

あいに品種を考慮することば，とくに重要ではあるが，優

勢木の大部分が不良品種であるぱあいには，一時浜これな

伐採すれば森林を破壊するおそれがあ為。

木材を増産するには造林面蹟を増すことと，造林価値が

部樹寵の礎駒吊種をえらんで造林することが重要であっ
て，品種の区別があきらかでないぱあいには侭良母樹のタ

ネを使5必要がある。さらに材穣収謹最多の伐期令詣たは

それ以上詣で伐期を引上げることと，その伐期および生産

の目標に適する間伐を実行することが重要である。

適当の伐期はオモテスギでは40～60年，ウラスギでは

60～80年，ヒノキでは60～90年,.アカマツで緯40～60

年であると推定す為。

湛有林の伐期ははなはだ低いの力警普通で，間伐の必要は
ほとんど認められなかったが，伐期力稿い私有林ではおお

むね間伐を実行している。今後侭髭期な高くするよ5に努

力すると同時に，肥沃地のスギでは幼令時から．ヒノキ°

アカマツなどでは30年窪ごろからかなり強い間伐を実行

す患ように指導すること力鍾要である。伐謝や生産の目標

に関して搾篶家の潅塁をできるだけとりいれながら，実際

の収益が増加するよ弓に鋒篁しなければ，間伐はおそらく

実行ざれな胸､であろう‘私有林の伐期を高くす媒｡技術
上間伐が必要になるばかりでなく’経浩上もまた雌収入
力覇譲になる。しかしながらわずかばかりの間伐収入をあ
げるよりは，主伐収久をおおくする方が有利であると信じ

~
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間伐の理解と普及とのたあに
ー■ 且一一一

ている権篶家を説得する\とは容易でない｡すくなくとも
伐期がは“だ低いぱあ雌は間伐実行の利益はほとんど
認められないが,伐期が篇くなると間伐の効果がおおきく

麓篭鑪霊灘:鰯噌灘篝謙
なつ筵いる密林に,突然強室の間伐を爽行すると各種の溌

篭辮基蹴鱸蕊
害勧琵生しやすい

れがはなはだLい

が'誌瀦くのばあいlこは零度の間伐左たびたび実行すれば
-満額を敦善できる。「従来小丸太だけを生産していたころ

には間伐の必要を認めな』譲ったが,伐期が高くなって細角

麓驚蝋窯鴛
をだすようになってから

瞬鐵氷業家から聞いた話

議灘蕊議
にほりすぐなく

するように努力

行させることが

伐の利益を強調

篭
展示林など

ら腱間伐は

であって，

闘伐が弱

見えるが，

萎
れば，また識断者が自

でもなく，木材を増産

である。間伐が強くな

るかわりに'主林木の材韓xへるゆえ,鍾藍の目的によっ
て間伐の方法をかえる必緯:ある｡。

民有林の生産を高めるには，造林面積を増すよりも，む

購蕊議
しろ伐期を高くすること

間後を奨励する必要があ
鰯を高くさせるか，伐期

麓蕊蕊職篶蕊譲
れ

ば

て

く，早くから

く実行するﾙま

く，宣伝しす

行される不安

おおきいがj

恐ろしい。間

型級本位の間

溌溌蕊
伐は趣E本数をきめ遥

きめ融ことはさほど困

で催，もっとも重要で

場できめなければなら

る。

これを要する瞳，本数間伐を提唱するゆえんは，間伐の

意蕊を理解し熊いために立木本数があまりに詫おすぎた

り，また反対に間伐が強すぎて立木本数があまりにすぐな

くなる､ことを防ぐ．ためであって，樹型級間伐・品種間

茂･蒲伏間伐など詮全面的に否認するものでなく，闇伐を

理解しやすくしだ，中庸の間伐をできるだけ底く普及させ

ることを念願するにほかならない。間伐の割合がきまれば

選木は比較的実行しやすいが，その際に各種の樹型汲を参

酌して相対的の優劣をさだめ，さらに品種間伐の特性を加

味するを可とする。本数間伐は残存木の距離間隔を一定に

することを理想とするように見えるが，現実の立木はかな

り不規則であるため群状間伐に近づくこともある。

従来の間伐法ではま､ず樹型級をきめてから間伐にとりか

かるような印象を与えるに反し，本数間伐の割合をきめて

から樹型級などを考慮して選木することが重大なぢがいで

ある。間伐実行の結果にいちじるしい差ができるとは考え

ないが，間伐を普及させる腰は理解しやすくすることが重

要である。

む すび

間伐ば樹種・地位･林令・置径｡生育状態・生鮨の目的

などを考慮して, t罐の割合をきめること壷要である。

それには立木本数左基準とする方法がもっとも理解しやウー
く，間伐の程度をあやまって失敗する危険歩すぐない。

選木の標準としては遺伝質に欠点があるものをのぞくこ

とガ鐸一であって，さら艇各種の樹型級を研究して，幹も

lくは樹冠に欠点ある･ものならびに成長がわるい樹木を伐

るが，称木の配置を適当Iこすることも重要である。

間伐木を伐倒すれば選木の上手下手がよくわかる。選木

に上達するように努力する必要はあるが,正宗級の名入で

なくても_，実用上さL〃かえのない程度の間伐ならば，す

こし勉強すれば誰腫FGも実行できる。

立木状態が間伐の実行によってどれだ同変化するかを検

討し，かつつぎの間伐までにどのよぅにかｵつるかを獅究す

ることガ鍾要である。理想としては伐期までの変遷を追求

したいが，間伐実行後の睡否ならびに成長状態を推定でき

れば十分であろう。

すべての林業技術者が間伐の本質を理解して，その普及

に努力せられん.ことを希望する。

琴

‘一

戸

愚
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量の過去･現在未來について

’ 武田 通治
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それが途中から何はともあれ一通り日本全国の地図を蓑
①

備しなければならないという軍事灘霞清から5万分1に罰
換えられ，而もそうしてすら北臓首の測図一而もその策

半分は準基本測図という名の下に，三角点の密度をはじめ

として非常に精度を落した測図考やったのである一一が完

了したのは実に昭和i壷ってからである。

現在耕地。森林･開拓等各方面の要望を綜合して判断す
ると，地籍図は別とし,て，日本の基本図としてはどんなに

譲歩しても平地が5千分'〃山地が'方分ﾕ以FF右あって
はならないよう雁考えられる。而して経済安達亦郡の蕊源

委員会'2討議の一つの結論は，日本の現状では資源調査に
寂りかかる前に,先ずどうして国土の実態を把逼し費源開
発の基礎となるような大縮尺の地図室整備するが力殿大の
問題だということになったと伝え聞いて‘､る。然るに実状
はといえば5千分1はおろか。2万5千分1すら昭和初年
の2万分1地区を切換えて修正したもの力球部分を占あて
いる状態であって，その後の測図は大して行なおれておら
ず，日本最大の平野である霞東平野すら未だに可成りの部
分が2万5千分1で白く駁り残さｵしている｡丈裏日本,北
海道等に於ては殆んど見る可き成果がなL､のである。最近
我,々がざっと調べた結果によれば，平野或L､は鉄道橋線等
差し当って最も必要だと思われる地区だけを選罐して承て
も,最小限ｴ千数百面の新測図を必要とし,之を全国土に
及ぼすと-獄もば数千面の新測図を必要とすることが判っ
た。このような膨犬な数字と明治以来の測板測図の能率と

詮考え会わ登るならば，此の仕事に対しても叉写真測量の

優越性は認め:ざるを得ない。

次に地図の生命ともいうべき精度，言い換えれば科学釣
正確さについて考えて見る。日本の地形図がｦ驍に糖度が

高いこと，測板測量図として世界の何処に持ち出してもそ
れほどひけをとら注いであろうという事を我為は信じて疑
わない。この点先進者の努力と科学的良心の高さに敬意を

払うのに音さかではないのであるが，それにも拘わらず既

製の地図を空中写真と比べてみる時,鉄道や道路の形,異
いば山や谷の位磁やつな力豹工合について可成り屡々物足

､りなさを態じj 叉時によると誤りを.さえ発見するのであ
る。筆者の老でばこの嫌な現象は決して測図者の科学的良

心の欠乏に帰すべき性質のものではなく，人間の行動範囲
が地録の表面にだけ制宛されていてそれ以上高く飛び上れ
なかった事，それ故に叉極めて莫大な蜜用と日数をかけな
い限りこの種の欠点ば到底避けられない性質のものだと思
うのである。

嘗て日本の写爽測量ば旧陸地測量部を中心どして発達し

てきた。そして昭和5年の東京1万分1測図への偏歪修正

法の応用を皮切りとし大阪，神戸，京都，浜松，広島，福

岡等の大都市の1万分1をはじめ．として，旧南樺太に於熾
為5万分1測図に対する射線法の応用，韮山原の2万5千

分1，或いは東京都市計画委員会の依託による3千分1測

図等逐次応用方面を拡大してきた。その間旧樺太庁の依託
による2万5千分1略測図及び空中写真による林相調査，

或いは叉旧満洲航空株式会社の手に成った地籍測歎及観森

林鯛査等，産業的方面への応用も或る程度葦では進んでき

た。叉戦時中に大量に処理した各地の略測図は，技術の普

及と経験の集較に相当の影響を及ぼしている。

現在我々の活動範囲は面積380,000方粁の国土内に限

られている。 この狭い土地に80,000,000の人口が生活

し,進んで文化国家として再起する為には国土の窄洋的再
検討に基ずく綜合的再開発計画を完遂しなければならない

事は今日の常識である。而して此の観点に立つ時，空中写

其及び空中写真測量が分担し得る分野は現在日本が有する
写真測電関係者の数と質と腫比べて桁違いに大きなもので

ある。 一

先ず事を地理調査所関係の仕事に限って考えてみても，

未だ大正年代の状態をそのまま記録している5万分1や2

万5千分1図は，歴史地図としては或い億意味があるかも

知れないが，今日及び明日の社会生活に直結する地図とし

ての価値は真に縄つしい限りである。

而も此の種の地図は全郷勺な計画費料として再開発計画
の初期に整備されてこそ，その真価が発揮されるのであっ

て,再開発計画力掴為の具体的な部門に進霊した後に整備
されたの．ではその価値は半減すると考えなげｵしばならな

い。而も5万分1及び2万5千分1図共に1100面を越え

る膨大な面数であることを数え，他面腱於て測図技術者の
養成の困難さを反省すれば，単に既に一応出来上っている
地図の修正に対してだけでも空中写翼測量の重要性を十二
分に認あ得るのである。

更に叉日本の錯雑した地形と集約された土地利用とを考
慮するならば，日本の基本地図として5万分1で充分であ
為かど5かとい5根本的な問題が起ってくる。現在と同じ

国土に現在の半数の人口を擁しているにすぎなかった明治
初年に於てすら，最初に計画された基本地図の縮尺は2万
分1であったのである。
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(筆者）建設省地郵調査所測麓第二部長・工博
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武．田：空中写真測麓の過去｡現在。未来について
一 ＝

筒叉日本の測板測図のように交会法な主体として作業す 万能壱は巌ぃ以上可成！万能ではない以上可成り

ゆ

の欠点もあり得る。例えば現在の

単色の写真からは複雑極童る日本の土地利用蓮写真だけか

ら完全無欠に読みとることlは至難である。併しこの点も写

真と現地調査とを併用詞仏ぱ相当程度まで解決出来るので

はないかと屯想像され，特に現在まで此の方面の研究調査

蒟逢く行なわれていなかったという事実は，逆に考えれば

研究次第では何とかなるかも知れないという希望を残して
いるともいえる。叉撮影する季節と縮尺を自由に選択出来

るようになれば，現在程度の経験と知識で恋この方面に可
成り解決の道があるよ5にも考えられる6

､地震･火災・風水害等，日本は天然或いは人為の災害に

恵まれすぎている.｡此のような各種の災害による被害状況

を調査する手段として，仕事の速さ，記録の具体性並びに

保存の可能性等,各方面の事柄に？ついて空中写真翰糎れて
いる事は説明の要もない。而もその写真自体が直ちに治

山，治水等災害復旧対策の樹立に利用出来，やがて叉いつ

の日にかはその効果識比較検討する貴料となり得るという

点も忘れてはならない。その他，影・色･植物の生長産の

差異等を活用しての空中写真の考古学への応用は，‘‘考古
学に於ける空中写真の価値は，天文学に於ける望遠鏡の価：

値に比敵する。考古学は空中写真詮利用する事によって初
めて科学的な調査手段を獲得した，’という絶讃を博するに

至り，イギリス測量部に蒐集された数万枚の考古学空中写

真は古代画一常帝国の遺跡の究明に大きな力となってい
る。同じような嬢点に立って，土地の色或いはその上に生

えている捕物との生態学的相関々係左利用する土壌或いは

地質調査,或いは叉結氷，波,浅い海の測量など‘空中写．
真及び空中写爽測量の応用は次第に多岐にわたつ種いく。

空中写真或いは空中写真測燈の各種各犠の応用笥画を開
拓するに当って，注意しなければならない事は，空中写真
はそれ自体として特に何等の意図も持たぬ現地の忠爽な記
録であるにすぎないということである。その中に溝ん壱い

る大切な事柄を操き出すのは之を見る人の力愈である。我
謝ま空中写真から地図を作る事はとにかく一応知ってい
る。併しそれ以上に出る事は非欝に困難であって，それも
外扇で既に手をつけている事を真似するくらいならば何と
か出来ない事もないと思うが，全然新しい応用面を開拓す
るなどという事は思いも及ばない事であ為。蕊者自身の経
験からいっても，同じ一枚の写真を同時に見ていながら，

専門が違っていると全然かけ離れた事柄に注意しているも

のである。そｵ1ﾉだから多少なりとも大地に関係のある佳事

にたづさわっておられる方奄が，出来るだけ多く空中写真
や空中写真測職に関心を持たれる事を希望してや義ないと
共に，此の丈が多少なりともえの議な関心への糸口ともな
り得れば真に幸である。 ．

（お断り）

本文は工学博士武田通治氏薯"空中写真測愚の手引き，，
の結論であるが，示唆する処力極めて大きいの･で，著者の
諒解を得て掲戦しました。同氏は建設省地理調査所測最第
二部長の現職に居られます。筒前記の著書は当協会でその
販売を斡旋いたします

れば，

てもお

・b，山

て砧ん

ひる

識
蕊

謹瀬麓溌灘協醗蕊:鋤“

い為基礎資料は,近年に喋って瀞蝿鱈理などをやった場所

歎を応用す可き一つの理由力等在する。叉精度動鞄一であ

､は地籍図の性質を加

毒
）

．

言
ノ
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邸欽堂氏から 三
三

三 ＝

「最近の臺潜の林業｣を蕊〈 薑
;＝＝

＝＝

三
＝

＝

＝二

三
＝

台湾の林産管理局副局長邸欽堂氏は4月下旬来朝'約1ケ月余に亘り日永各地の林業を視察し，6月1日羽田発
帰合した。本会は5月29日氏を森林記念館に招き，台湾の林業を聴く会を開催した。本文はその要旨である。

私は終戦後満2年粒経た昭和22年に台湾に帰国致しま らく私の帰国します頃には目鼻が付いて居ることでせう。
次に台湾の粉政につきましては戦後如何なることをやつ

潅鰻鴛笹憲驫蕊駕篭麓篭＜蕊耀か,謹鑛鯖し…鐘ぅ。
で太変苦労し玄した｡台湾に帰ったならば日本語で教鞭を. 先ず第一に施業案でありまきが戦争中は満足に榛訂も行
とれると思って大変期待して帰ったのでありますが’当時 はれて居なかったので施業案の検訂を毎年4事業区づ上実
台湾でも叉日本語を禁止されて居る状態にあったので困り 行ずれば10年間で全部の検訂勧詫成すると云う目標を立
霞したが，ぞのうちに段々と中国語を勉強して漸く出来る て上進んで来て居ます。
ようになりました。現在では公式の席ではすべで中国語と 話は少し横路にそれますが,台湾では新鋭採用にストツ
言うことになって居りますが'潅生活に於きましてば本島 プ令が出て職員の新規採用は全然出来ない状態にあり玄
人の間では日本語が相当多く便はれて居ります。 す。が然し毎年学校の卒業生が相当出ることでありますか

22年に帰って直ぐ守に林政の佳事詮受け持ちその片手間 ら何とかして新陳代謝をしなげｵLぼならない。政府は新卒
に台湾大学の方の教授を命ぜられて今でもずっとやって居 、業生につきまして国家試験をやることになって居ります。
ります。私ば在満時代も営林署長をやった程度のことで大 そして合緒した者を約1ヶ月間精神司職をやった後で各官
した林政にもﾀｯﾁして居なかった癖に台湾に帰って林 庁に配属する｡今年度私のところに来た新卒業生は約40名
政の仕事を命ぜられ’これには私は飴んど確信がなく非常 でありますが，これは直ぐ令に役人として役には立たない，
に心細い感じ力教しました。着任して直ぐの8月20日に というのは戦後の学按教育は充分載道に乗って居なか’つた
私の所に廻って来た文書は阿里山の28年生スギ入工植栽 ． ために此の期間に出た学生朧充分の訓練を受けて居ないの
林を皆伐すると言う内容の書類でありました。こんな若い であります。従って此等の穀卒業生は1年間再訓練を行う
人工造林地を皆伐することについては疑問を特ﾝﾌたもので ため1こ見習生として使って居ます●最初の1ヶ月間は全部
すから直ちに鋤の営林署に田かけて調査し'叉帰ってか 現地に入って一般労務者と全く同じことをやらせる｡即ち
らは施業案を調べて見霞すと輪伐期が80,年になって居り 造林や伐採の作業，調査の洗めの人夫の仕事等もやら極
震す。 これは困る’80年の輪伐期であるべきスギの人工 る。何でも彼でも一旦lの林業労務をやらせること艇して居
林が30年足らずで皆伐されてしまうことは森林荒廃の禍恨 ります。2ケ月目には実地の林業教育をやり，3ケ月目か
を残すものであると思ひ’此の際全面的に台湾の林政を建・ らは夫盈将来の配属部門に従って専門の事項について勉強
て直さなければならないと考へ蓑した。取り敢へず各現地 させる。例えば造林では阿里山のスギの間伐について一斑
を視察して林政の刷新を図るべ<調査しました。それから のこと麹実際にやらせて見る。此の嫌にして専門別の実務
5年経ちましたが最近漸く軌道に乗って来た状態きす-。 に当らせ6月の終り頃腫は約，年間に亘る再割鰊を終えて

極く最近の5月20日の新聞の切り抜き粒此処に持って 漸く1人前の役人として夫為各部門に配属されることにな
居りますが,それ腫よると近く林政と斫伐を分離して別の るのであります｡・
機概とするという記事が出て居ります｡これは多年の宿望‘ 造林の問題につきましてIま粗悪林を経済林に導き,建設
でありまして漸く達せられたことを私は嬉しく思って居り 用材,薪炭用材の補給及び韓脳事業の保続等が主要な業務
ます｡これによりまして林政の部門が琴しく整備さｵしるこ となって居ります。穂については今国営造林は本樟に重点
と坐なり，帰国の上は日本からも種んな権威者に来て頂い を霞いて居りますが，現在比較的価値の高い芳樟を如何に
て充分の指導を仰ぎ函、と思って居ります。 するか壁大きな問題となって居り蓑す。芳樟は爆林作業を

今州政府僕林庁の林鮨管理局の中には局長の下雁副局長 主体とするものでありまして，1ヘクタ声ル当り1万本も
が2人居ります。1人は林場と木材販売念主査してそれ以 植える密植主義であります。そして2年目に，本謹き涯傘
外の林政，造林，立木処分等は私が担当して居りますbこん 刈りをする。その穂を以て養苗するのであります。その他

’ どの磯議改革は林政部門を強ｲ函~患ことになる筈です。恐 針葉樹としてはヒノキ，ベニヒの造林は依然としてやっての
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邸欽堂：最近の台湾の林業

鱗講灘驫蕊
見せていた営

造林は母樹が

球からも今年

蕊
鱗震鰯墓鱸

官行斫伐については

に相当する金鎭だけは

：厩鱒灌墓蹴騒霧“
居ります｡．

ら出すがそ

違識が非常にうまく行か源jい点でこんどの講撤爽革では改

撫需鰯熟…≦
善される筈でありま

次に造休に附帯し

これは国有地のう

､…､瀧繩鯛…‐林をざ種る方が-うま すの冠此の祖地造赫とい'うの

をやって居りま､う~b あっては三伐期を期限とし用
材林にあってば50~80銅の期限を以て二宮八民の分収歩

合を以て契約します。現在此の祖地造林は全部で約1万ヘ

クタrル位実施して居る。

次に木材の鍔給につきまして，官斫木材は全部林産管理

局に於て処分して居る。本局に木材配給委員会を設け，各

需要者からの配給申請を審査してその数字を各林場と申請

者に通知し，納金通知書を持参して林場で木材を受領する

ようにな､って居ます。官訴以外は用材の生産が非常に少い

ので大体官斫材の払下価格が死んど木材の②と言ってよ

く，此の価絡荏決定するには過去10日間の物価の変動を

参考にして価格決瑳委員会が決めるのであります｡茜畷近
の実績を見ますと殆んど大きな変動はない橇でありまして

大体安定して居る猿であります。民間の木材は自由販売で

ありますが実際は宮の②と殆んど差がない穣であります。

林政の事情について以｣がご体お話申上叢したが最後にちう
一度要約して台湾林業の三大原則詮述べますと，樟脳の保
綻,粗悪林の改良，特用熱帯樹種の増植であります｡此の

熱蒋捌種として増嬉を図って居るのはﾁｰｸ,マホガニー
等であり蓑して，此れは非常に重点を種いて居ります。

もつと種舜話し霞いことがありますが時間の都合種一応、

此の辺で終りま･すb ('松原筆記）

毒
》

Fや ‐＝●幸一＝ー
ユヘーミニ毎三一 ＝ ー 込一一一

櫓以外の造林＝木材上にも共逼する理論と実際 ､
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前京大教授佐灘鋤太郎跡士驍修再版＝近刊

杉の研究締鑛曹縄蕊｡鴇
急告錨懲濯辮鑿磯認購

熊關離豊藤島信太郎著全部改薯第2版

｜

△

農造林学講義総篠謝蕊鰡

鐙難蕊蕊騨鐙識
伐,1麹'森林の更新作業其他の理論と実際を詳述す

△
－

東京都丈患厩森川町70.株式
鍾蓄口座東歳25700番会社 養寶堂行所
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☆☆本会三十周年記念☆☆ 、

一‐可一■一・二心一一ロ

敬老座談會(1）
一・七一ー＝■■畠一m

r一室一｡＝幸雪一画｡~唾一一Z､一■U■■G畦一元且亭口か写､密"ごZ の菌一一F藍ごp一屯画室一Fーー＝－－＝.－ ＝■＝＝置垂＝■ー･…～

本会は創立30周年を記念して奎国に居住さ班て居る70才以上の先輩各位の中から各支部や分
会からの推薦によって次の諸氏に参集を順ひ明治以降の朴業について，特に憶出の深かった事柄や
印象に残る事項を語り合ってもちひ，林野庁の主脳部をはじめ在京の諭先生を煩はして種生とお話

の相手を務めて頂いた｡吾国制錐の変遷の跡がしのば恥吾'壁後学建っても誠に興味深いものが
多く，今後の歩みについても多大の示唆を与えられるものがあると思う。

．尚お招きした方盈の中にも急月jだとか，突然の御病気等の事由により己むなく参席頂けなかった
方もあり，特に後から御手紙等によって感想を寄せら艇たのもあるが，それ等は本速記録の末鼈に
一括して御紹介することにしたい。

本座談会を開催するについては塒に林野庁から種冬と御按助を頂いたことに対し深甚なる諮億を
表する次第である。

《
“

、

社団法人日本林業技術協會

▽
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日本間会議室

昭和27年3月

森林記念館二階

H 席 者 (順序不同）Ｌ
Ｌ

県
県
県
道
都

庫
賀
良
海
京

兵
滋
奈
北
東

郎
郎
允
夫

氏
氏
氏
氏
氏

語り手 丸
宮
江
林
三 生《

ゴ
』 三矢宮．松氏

寺 崎 渡氏
正′木信次郎氏
漆山 雅喜氏

寺尾辰之助氏

柴． 田 ．栄氏

藤村重任氏

藤岡 光長氏
中金鋪司氏
吉田喜八郎氏
王手当棄寿氏
早尾 丑麿氏
三浦伊八郎氏

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

称野行挙務部長
、〃指導部長
元剃鐸試験場長
元太平木材KK

元本会常務理事

称業試験場
前本会理事長

大日本山林会長

本会理事長 Ｃ

ｑ

ｄ

ｌ
４
Ｉ
１
１
卜
、
、
１
鯵
０
１
，
１
１
１
，
１
１
１
が
、
ｋ
ｌ
ｌ
ｌ
ｒ
４
、
１
ｆ
生
§
～
１
９
〃
出
画
く
４

１
Ｊ
ｆ
ｊ
Ｉ
ｆ
ｊ
ｔ
ぴ
Ｑ
ｆ
Ｊ
１
Ｆ
ｑ
Ｊ
４
Ｊ
１
ｒ
４
凸
４
グ
ー
唖
、
ｒ

蕊き手
～

、
く
４
℃
ｆ
ｏ
１
６
ｆ
ｆ
ｆ
１
１
ｆ
４
、
ｆ
子

ノ

佐氏恭主宰 川松

I
一］5－

』



敬老座談会
一一一一一一－ －－

秘川大まくなり霞して失礼いたし霞じた。只今から きたL､と存じますが，時間も限りがありますし，いろいろ

敬老座談会を開鰹ざぜていただきたL,と存じます｡この催 ・御都合も齢ありで長くお引とめも出来寮せんので，一応主

しは元の輿櫛窪，只今の*襟技耐覗会が30周年左迎え 賓の方盈から10分以内のお話を願いまして,そのお話を
るに当り．まして，日頃錘慕しております先輩先覚の方,々の 基にしていろいろと御懇談申上げ，お教えを乞うようにい

鐺集りをいただき，長い間に亘る御体験等をお話合､願 たしたいと考えている次第でございます。この点どうぞ悪

い，私共後進を鐙導き下さるようにという趣旨でお招き申 しからず御了承願いたいと存じます。な誌，この席の座員

上げた次第でございますも鮨忙しいところを迩賂』北i賦首 は主催者の私として甚だ恐縮の次第でございますが,私60

または関西方面からもおいで下さいまして誠に有難く存ず 才になり霞す力覗役の方燕を除いてはこの席で最美談で

る次第でございます。なおいろいろ躯祝いの品物を頂蝋､、 朧ないかと存じます。こういう者力控長を務めては誠に出

たしまして恐縮の至りに存じます。この席に掲げてありま 過ぎたことでありますので，この役ほ甚だ失礼でございま

す絵の軸は,江畑さんがお描きになりまして本日お祝いに すが三浦伊《郎先生I難M諒解を得ておりますので,先生に
頂戴したものでございます｡御波露申上げまじて厚く御礼 何卒よろしく御瞬､申上げま壷なお早尾さんは，座長は

申上げますも やらぬが話を進行する務めならやろうという御諒解を得て

今日お見えになりました主賓の方鳧の詣歳はいずれも70 おり霞すので進行係蓮お願い致したいと存じます。以上，

才以上ということに一応，線を引いたのでござい蓑すが， 甚だ簡単でございますが，開会の御挨拶に代えましてお願

最長老の方は宮内さんの数え年82才，詣若い方が林さん と御礼を申上げます。
a

の70才というようなおけでございます。 三浦(伊）只今，本会理事長の御挨拶にございました

なお鈴席等も甚だ不順でございまして申訳ないのです が，潅，実は座長という意味でなしに進行係という意味で

が，便宜上御手許に差し上げて居り霞す名簿による順序と お引受けいたしましたので,早尾さんと二人で進行係を務
いたしました。丸山さんから寺尾さんまでがこの順序によ めますから左溌御諒解願いたいと思い蓑す。

っております。その他は陪席の方盈でございます。－た御 林業按術協会は今年で恰度創立以来30周年に当ります

紹介申上げるまでも曙,既にお判りと思いまずから省略 ので,明日,この立派な記念館の落成式と共に記念式典を
させていただきます。とにかく，このように先輩先覚の方 鍼挙げになるそうでござv『､まして，私共林業関係者一同，

方に多数お集りいただきましたことは，われわれ林業界の 大慶至侭に存ずる次第であります。林業技術協会は大正時
壮観であると存じ光栄この上ない次第でござい､講す。先輩 代に大正年間の林学の専門教育を受けた人為の同志愛とし
の皆穣方のお導きによって日本の森林も栄え，叉後輩もぞ て集った会合であったかに記憶しておりますが，それが次
くぞくと養成されて参りました。今日こうやって森の恵み 第に発展して昭和時代になりまして相当いろいろ厚生的な
を私共が受けており議すのも一に今日の主賓の方兵の鎚骨 仕事もなさったりして隆盛になって来たのであり蓑す。そ
折の賜物であると日頃衷心感謝を申上げて塗る次第でござ ”ﾙ戦争が苛烈になり，叉敗戦の結果．困難な事態に辿遇
います。 ど5か十二分に私共をお教え願いたいと存じま しまして，一時は経営も相当困難になったようで，大日本

、

す。 ．" 山林会と一つの事務所で事務を海執りになったこともあっ

ただ胸に残念なことには，私達の協会の地方にある各交 たのでありますが，齢丘陣容も新たにして非常に目覚まし
部や分会から御推薦いただいてお招き申上げました方詩の、 い発展詮されまして，今日この立派な会館を達設せられ，
中′急な用事がお出来になりましたり，叉は突然御病気胆 明日式典を挙げるということは御同慶に堪盆ない次第であ
なられたこと等の声めにお見えになられない方があるので ります。

~～ございます｡その方'々を申上げますと,佐,寺木君五郎さん， 現謹っが国の思想はアプレケールと申しますか非常に混
村山喜一郎さん，糸原源太郎さん，相原蕊人さん;内顛篭 沌としておりまして，雛苦というような思想は殆んど絶え

介さん，佐盈木和策さん，田中臓太郎さんでございます。‐ ているような場合に，こういう催をさ証ましたことは私共
なお，陶濡者の方々の中にも国会の関係がございましてど 将に敬される年に近ずかんとしておる者にとっては一入愉
うしても詣出になれない方力識川長官,幸田耕敏部長でご 快に存ずる次第でありますもこの催に対して各位が詣集り‘
ざいます｡長官は以前から特に楽しみにしてお待ちしてお 下さいましたことは，ホ蝿術協会にとって芽出たい日に
りましたのに誠に残念でございます。なお富国長次郎さん 対して，錦上華をそえると申しますか全く緬關華麗な会合

、 、は伊勢の奉仕造林に出席のため，倉田吉雄さんは国会関係 が明日も展開されるということを期待いたしまして，林業
で御欠席でございま､すb以上御報告を申上げます。 技術協会の斡部各位に対しまして謹んで砿意を表し，且つ

な鎧今日の座談会の進め方について一応御了解を得てお 鈴祝い申上げると共に，皆さんに感謝す為次第でありま
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敬老座談会

奥の方職捨ててありますから，奥の山を開発ずること，そ

して立派な木は黙っていても伐って行くから心配しなくて

もいいが,悪木を駆逐して良木を育てるということに大分

力を入れたのです。損得という点から考えますと，趨損

電ございますが，長い間のことを考えればいいということ

でそれがためには森林銭道,道路よりは勅漣の方が安いと

ころもあったので専らこれに力を入れたのです。経済の方

からいえば悪いでしょうが，終りまでやりましたので趨一

軌道が出来ました。その御まどうなったか知りませんが，

北海道は私の就任した時にほ森鰍淡道は全くなかったので

すが辞める頃には大分沢山出来蚕した。長野･妓阜･愛知采

の辺りは随分軌道を作りましたが，大隊今も残っているか

と思います。先耀つては大井川の上流に千頭という山があ

りまして，あの山奥に鉄橘を作ったのですが，私に名前を

付けてくれといｵつれて飛竜橋という名前を付け,止むを得

ず下手な字を書いて橋に掛っています。私が在任中に多少

苦心したことは，悪木を駆逐して新しい木を育てる，奥山

を開発する，森澗鉄道を作るというようなことだったと思

いますb同時に若い身人良い人を育て，叉ﾙ､い苗惹育てると

いうこと。これは三浦さんにも大分お世話になったのです

が，良苗だと思って植えたのが必ずしも育たなくて思うよ

うに行きません。殊に国有林と合併しては御家風が違いま

して，宮内省ですと専門家として育っていればいいのです

が易今は専門家と同時に政治家でなけｵi,ぱならず，どうも

向かぬような人も出たようですが。その点どうぞ柴田さ

ん，よろしくお願いいたします。

三浦(伊）有難うございました。予定では皆さんに順零

に端話願うことになって鎧りますが，三矢さんは途中で御

退席になりますので，三矢さんのお話に関して皆さんの御

意見や叉詣伺ﾙ､なさることがありましたら一応座談的に完

結しておいた方が便利じゃないかと思うので-ﾘｰ。 ．

只今お話の通り，御料林には一時東大の卒業生の秀才ば

かりを趨鎚集めになったことがありまして，それが今赫

業界の中枢になっておられるのですが，中には教育界へ変

られた人もありますが，そういうことを私もよく記憶して

おります。又,今日日本の蒲赫の状態は，国破れて山河あ

りと申しますか,非常に荒廃した形にあります時に，旧御

潅嚇というものが元よりいい森林であったかも知れま登

んし;又適当な条件のところに繊溌しておったかも知れま

せんが，とにかく平均蓄敬が一番いい，大きいということ

は御料林としての経営の方針が林業という立場から日本で

一番成功しているものだといっていいのじゃないかと私共

常盈考えておる次第でございます。しかしそれについて，

国有林なり民有林なりに対する国家の指導方針という点か

す。 、

そｵ1,では，予定の方式に従いまして，皆さんの御感圏な

お伺いいたしたいと思うのでありますが，三矢さんは他に

御喪件があって途中で御週濡になるそうですから，まず三

失さんから樹感想を伺いまして，それから皆さんにお願い
することにいたします。三失さんどうぞ。

三矢私,他に用件があって中幽､たしますから，お先

に御免蒙ります。今日はお招きをいただき，有難うござい

ました。久し振りWこお目に掛妊るので喜んで出て参りまし

たが，何もお話というようなこともありまぜん。元来私は

専門家というわけでもなし，ただみんなの言うことを聞い

て長ﾙ､間やって来ただけであり｡ます。実は7年許り郷里の

方に引寵っておりまして，世の中からも遠ざかっておりま
、

したので，この立派な建物やこういう会合のあることも知

らずにいたわけで，誠に嬉しく思います。敬老会にお招き

いただく年になりまして，しかも耳は遠いし，足はいけな

いし全く駄目になって，お話敷申上げることも何もござい

ませんが，昔の苦心談でもという御指命でありましたが，

別にこ証ということもありません｡･私は御承知の通り御料

林の世話をしておりました。初めの1，2年険,一向東西も

判らずに見ておりまt,た｡ただ御承知でありましょうが，

宮内省といぅところは随分性の悪いお客さんの多いところ

でありまして，温和い､役人方輔っている忠のですから，

むずかしいことをいって来ては困らせられて鏑つたのでご

ざいますもこれを湛は，第一に来たいようにしてもらった

のです。第一の仕事はそんなことでした。それから随分待

遇は悪いのですが，役に立たない人が沢山いるところでし

て，それを4年がかりでだんだん新しい人に替えたので

す。その頃になって,やつと林業のことも少し判るように

なりまして,次第に穣極鯛に仕毒を初めたのですが,その
当時私の心配したことは,林木の更新ということです。こ

れがむずかしいように思lj,童した。木曾の桧を持っており

まして,桧の更新はやっておりましたが,津には明らかに
失敗したところもありまして，仲舞思うように参りまぜ

ん。いろんな方法を行ったのですが，私の考えでは天然更

新に人工補植をしてやるということが一番いいのじゃない

かと思ってやづて参りましたが，これも仲々思うようには

参りません。今日どうなっておりますか気に掛りながらそ

の後行っても見ませんが，今日でも皆さんがやはり御心配

になっているぞとだと思います。そのためWこは秋田の杉の

天然更新などをわざわざ見に行ったりして，御面倒をかけ

たこともありますが， 向5は今日うまくいって諮ります‐

が,どうでせうか。

それから窓がやらなきゃならぬと思ったことは，山の奥

の方を開発す為ことですbどぅしても近いところをやって

一

一
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壷す6ただ残念なことには，国有称の経営が合理的である

とか計画的であるとかいいながら，やはり実際に細かく見

ますと，なかなかいうが如く実行されておらない。そのた

めに更新が失敗してい･るという例は普通称地におﾙ､て多々

見受けられるのであり童す。で式から要するに,砿撰者の

頭と腕を向上させることによってのみ，この解決が与えら

れるものである5と感じております。

北海首にはほんの僅力ざしか罐の機会を得なかったので

ありますが，両3回参りましたところでは，エゾ松，1､ド

松の如きはヒバほどほ楽にいかないようでずが，相当の成

果を収め得るものと信じている次第であります。しかしな

がら，今柴田謡良もお話になられ童したように天然更新と

いつで極く雑駁な考え方で山に墓つかってゆくのでは，到

底成果の得られ態いことば朗らかでありまして，やはりお

話のように，部分為‘々の叙かい･佳事をやってゆくことが一

番大切なことであって＞日本の山に即応した局部的な細胞

的な施業をやってゆかなければならない④じゃないかと結

論付げられるや5に考えます。 これらの点につき蓑して

は，こ上に鈴見えになっておられます寺嶬先生はどうお考

えになっておられますか。 30数年前から私共お教えを頂

きました頃からずつと今までの経過を見ますとさように感

じられるのでございます。

室浦(伊）溌話力零埼さんの御専門の方に‘向きましたか

ら寺崎さんから潟話し願いたいと思います。

寺崎今松川さんのおっしゃられたことは，正しく事実

でありまして，私は未だに大正の末から同じ試験馳腫つい

て－広い面積でやってはおりませんが一大なる注癒を

もってやれば更新は出来るも.のと思うのであります。しか

しながらその山が，いおゆるアンステープルの状態でない

といかぬのでありまして，天下の美林になってし鑿ってば

聴かなか容易なことではありません。しかもこれば樹種に
より淫して，只今演ってし､る試験地で終戦後ぽつぽつ営休

●

局の抵鋤を得てやって鐺ります土佐方面に諸きまして試験

地が3つ4‘つ残っておりますが，それらによりまずとかな

り天下の美林に近くなっているものでも取扱い如何により

ますと立派に稚樹が生えて鑑り蓑す。これはここに蓋られ

為指蕊部長の藤村さんも御承知でございましょうし，その

他の方盈も土佐に行かれた方は大譲御覧になっておられる

と思いますが，昨年久し振りに終戦後初あて行ってみます

と稚樹は私の背よりクンと高くなって鐺りまず。しかも馬

路の方面に行きますと杉も桧も樅も生えていて，やはり元

の状態に近い樹が盛んに生えております。黒川方面の試験

地は元来杉はないのですが,桧と樅は立派に生えており．ま

す°それをこｵLから如何に育林したら早く太らせることが

出来るかという問題に只今ぶつかっている次第でありま

ら申し蚤すと，或いは違った声もあるかも知れまぜんが，

一応私の感想を申上げた次第であります。他に何か御意見

はありませんか。

早尾今の問題にｼついて意見はありますが，余り進行
f

係がしゃべるといけないので寧ろ引出し役になるように致

しまして..….. .。秋田の天然杉林の更新について視察さ

れたようですが，杉の天然讓漸というのほ私の在官時代に

大いにやったことの一つ走あります。それを現場で見てお

られるのは，柴田部長が秋田の部長，局長として十数年お

られた：つげで，私は昨今の現状は知らないのですけど，柴

田さんに誰伺いいたしたい。叉, imlilさんはヒバの天然更

新についてやって居られるのですが，近寅も澗鰐庁に頼ま

れてやって居られるのです力戦判というものを世の中に発

表していないのです。おｵ'劇つれのやった結果が今日どんな

になっているかということ毒実際に扱わｵ唯柴田さんに，
それから批判的におやりに涯つた松川理事長のお話を伺い

幸いと思います。
柴田それでば簡単に申上げます｡当時早尾業務課長の

御指導をいただき，課長の御研究で私共も杉の天然更新と

いう問題について随分骨を折ったつもりでございまず。一

応天然更新も見通しを持ち得たつもりで出発をいたしたわ

けでございます｡その後の経過が必ずしも天然更新のため

のよい京扱いが出来ておら潅かつたということ。或いは戦

争のたあに天然更新の扱L､ガ排常に破壊されたというよう

な理由もありまして，杉の天然更新は実際催択伐によって

髪全に期待することは困難だという実悩になりました｡私

が恰度あちらに参りましたから，この上はただ択鰐天然更

新ということで放置することは出来ない，もつと部分酌に

専念するという考え方で,一時は小面稜の皆伐をいたしま

して，入工植栽によって更新をする。或いは極く天然更新
の適地で小部分に択伐による天然更新な行う。或いは叉，

天然更新に対して人工を多分に孫入れるという複雑なとこ

ろに持って行きました。最後に計画いたしました杉の択伐

天然更新というものは，端的に申上げれば根本的に改めた

いという実惜でござい寵すので，その点鞍申上げて鐺きま

す。 ／

三浦f伊）松川さん，どうですか〃

松川私は主にヒパの方の仕事をさせていただいていた
、

のでございますが,只今お話の三矢長官の御在任中，ヒバ．

林を御案内申上げたことも覚えて諸ります。概括的に申上

げますと，ヒバは杉よりもいわゆる天然琴了が楽で，合理

的な取扱いをしていれぼそう大した誤らなく生長量の鋤N

の如きものも予期の結果勧鵯られるものと確信しておりま

す。これは20年間続いてやっております青森の2カ所の

ヒパの実験林の成鏡を見ても，はっきりいえることであり

圭
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し，更に私有林の作業としてextPntionするまうになり，

遂に日本の鍬吸び天然生林の．f燦体系を誘導するに至
ず

り談したのは,私が学生時代に吉野林業全書という吉野の

川上満の住人とかいう森庄一郎氏の著書左読んでいるうち

に「マピキ」の‘仕方という極めて簡単な記事分鋤機となつ
』

て，学生時代から続いて大学院学生となり，林学教室にあ

った凡べての独乙語の雑誌,英語の雑誌及び仏語の雑誌

を初めとして，間伐に関する著書を読んで,果して吉野の

間伐と類似したものあるや否やを比較研究して見ました

ら』結論として吉野独得の思想が在るということを知った・

の遁あります。

だが吉野の称業の最終生産目標は樽試蝿材にあって，そ

の他のものは箸通用材であるからマピキもその最終生産目

標に適正に到着するにありま･すもそこに問題があるのであ

ります。とはいうものの吉野のマピキの仕方の根本思想は

ど5考へても日本の植栽林や天然生林を観察しますと日本

人否な私の思う壷には譲っているような気がいたし霞3~。

そこで識が大学院学生時代に山林局から林業講習所の国有

林施業案規定や測樹学方法の識義嘱託を受けて実地指導に

房州の茂原附近の国有林に出張し，叉房総半島の東大演習

林や私有林に自ら出掛けて林を観察している内に普通用材

生産の為めのマピキの仕方を所謂吉野間伐の思想を土台に

したも①腰誘導することが出来たのであります。

それから此の間伐詮如何に質的から量的に誘導するかを
考へセいる間に前記国有林の天然生林を眺めて此の林に間

伐さしたらその林の改善が出来るの､でほないかということ

にな診た。そうして1904年に初めて吉野の川上村“嗣

叉左衛門雛の所有林に出張し吉野の間伐と自分の考案によ

為間伐法とを実際に立会比較する機会を得まし莚両者の特

徴を明かにすることが出来ました．此のときの考は後に

（大正の末期に)山林局から国有林の天然生林の加榛を依

嘱されましたときに実地指導に応用することにな・つたもの

であります。植栽林の間伐天然生林の研究は1906年から

1942年までの林業試験報告，林学会報，山林会報山林

蕊報，大日本山林会及び各営林局より刊行してくれた各穂

パンフレット林友会報に発表してあります｡然し此の応用

の土台となりましたものば前に述べましたもののようなも

のでありますが，土台を現実ならしめるように拍車をかげ

たものは大正9年から’0年に僅か’ケ年間の欧州見学出

張旅行であったがスイス国の択伐及び劃伐の作業の仕方及

びスイスよりのヱランスの天然更新の棒の仕方を見学し

て樽毒したヒントであります｡

前述の間伐を土台とする各種作業法を実行する計画と

その計画の基礎計算に必要な材積表及び収護表が甚だ不完

全のようでありましたから之れを補充し改良しようとして

す。常識良沿線の富岡録上辺におきましてほ，やはり天下

の美林に少し近く，まだそこまではなっておりません添，

田中波慈女君が東京管内の造林課長の時代にやったもの

で，それなども只今では樅が5，6寸位になって樅の山腫

なりつつありまれ秋田におきましては天下の美林という

ような男鹿の山ではなかな力稚樹が生えませんでしたが，

富主五湖の奥の方に非常に若いのと年波つたのと混ぜられ
た山がありまして稚樹が非常に生起ておりました･ただ戦

争中に後の手入力韮んでしまって漸く23年舜徴を伐るよ．

5になり，お蔭で第3回目の樹を伐るよ5になり･ました6”

その後行きませんので元のように獺封が盛h,に生えて来た
かどうかはっきりいたし載せんが，やはり適当雄時期一

4，5年一になりましたら年詮入れるようにしないとな
〃

か域雅樹が伸びない。また生えるような機会を失ってし

まらとい5ようぽことになります。こういう状態でありま

すから，天下の美林のようにステープルな状態にならぬ山

ならば育林に言r分力をそそげばいい山になって行く。しか

しながら一方におきましてはそういう天下の美林において

は下永植栽をするか或いは柴田さんのお話のように細かい

面積を切ってそこにだんだんと植えつけて行くということ

にしないと，なかなか手がつけられない。鞠こ余り美林に

なりますと具合の悪い例は高野山の一つで，金岡健寺の方

に樅の太､嫡力銀山並んでいます。これは明治39年で，

ごく昔は大臣の認可詮受けなければ試験の仕事をすること

が出来なかったのであります。只今でも稚樹が生え左いと

ころがありますので，どうしても林の状態をアンステープ

ルな状態にゴーるには，やはり長年の計画をしなければなり

まぜん。どうしても10カ年位‘じっと見ている余裕がつか

ないと，4，5年ではなかなか伐って造林したよ弓な具合

にはゆきません。10年じっとこらえていれば，状態がど

んどん進んで立派な天然更新になるところが沢山あるよ．う

でござい室すb私は獅霞首では自分自身でやづているとこ

ろはございませんが，北縮蘆は恰度日光辺にあるような具

合に非常にサルノコシカケの類が沢山木についております

のであれを退治してゆげぽいいのですが，どうもなかなか

容易なことではござい葦登ん。あれの沢山かかっていると

ころでは間環したり択伐Lたりすることが容易でないと思

われるところが相当沢山見受けられますもその場所,と埼に

応じて考えてやらないと，統一したことだげでやつでも効

果ば挙らないと思います。大体この位で.．…‘..。

三浦(伊）天然更新のことば一応理論つけていただき葦

したが，寺崎様，間伐のことにつきまして少し….....。

寺崎唯今天然更新に就て，私の実験の経過の一端を申
述べて髄きましたが，藤のそもそもこのような問題を初

あ，間伐の仕方を国有称の作業として実行することを指導

夕
《
■
』

戸

一

一

P

－19－



額

敬老座談・会

先づ材識表の調製ということと，之れを使用し乞林の材穣

及び材職計算の賭要素の計算法を研究しなけれぼならなく

なったのでありますb

それで材績表調製にFついて研究することになったがその

鐸原理は幹曲線の研究から初めなければならぬ。幹曲線

をW碗し之れを応用して材獄表を調製することとなりまし

た。然しその費料を蒐集するには相当の費用と時間と労務

とを要するものでありましたから新編成の施業按附録にあ

る標準地材積計算用標準木を使用しました。 これが今日
＝、

大日本山林会から釜葵されている材織のたれ本でありま

す。此等の研究は1904年から1913年までの林業試験報

告,大日本山林会報,刺学士会辮にあります｡それから
j蝿塗蕊の鯛製は1910年から1915年までの材諜試騒鍛

告,山林錠報，山株公報，大日本山雄篝報，林華士会報に

あります。

1925隼以後は私は自分の1,鐘まで仕事をしていた数的関

係の識糾の軍細め方に付いて検討を加へなければならない

とい5事に気付いたのでありますbそれは1925年R.A｡

FisherのStatisticalMethodsforResearchWorkers,

1925を1926年に入手することが出来まして之れを通読

して得た'1期蔓でありますbそれで種為の女櫛龍集遼始あ，

ようやく大体の表面解釈が出来て勘<とも研究成果の吟味

や実験の仕方は範をR､A.Figherの所説に立脚しなけｵし

ば危険であることを感じ一日も早く林業の調査及び試験に

取り入れるべきであるということを高唱するに蚕つだので

あります｡ときは正に1937年のことであります。その後

WII猿の御援助によって満洲の森林を視察することが出来

て作業試験地を設置し，その報告を提掛しそ淑罰輔洲林野

試験時報第3巻第2号，1943年に発表されたときR.A.

Fisherの主張した新しい意味の統計方法の応用を示す機

会を得たのでありますb

その後戦時中1945年3月9日～10日に亘る空襲により

プ“けとなり，一時溌岡に疎開し焼B残りの資料を用ゐて

研究を継綻し，漸く1950年焼跡にバラックを建てる機会

を得るまで盛岡農専の図書館及び仙台C. I.E.図書館で

新u,､統計学の文献のコピーを作ることが出来まして更に

その後もとの目黒の林業試験場に従前の仕事左継擁し,材

繊表，収謹表の調製について再換討L更に間伐の仕方に付

いても亦同穣の研究をして居るのであり霞ej-b間伐の問題

に関しましては終戦後改良された間伐を青森，秋田及び大

阪の各営林局並に林野庁の指導部研究普及課の依嘱により
さ

まして間伐指導及び青森，秋田，東京，前橋，大阪，高知

及び熊本の各営林局管内の間伐試験地及び天然生林の天然

更新試験地に実施し且つ指導じ林学会にその一端を発表し

ました。叉検討した新しき材積表を発表しようとし，収極

表に関しては最近の林学会にも発表しようとしているので

あります。 ノ

以上は私の自家広告であります。

三浦(例今度は三浦さんに国有林の問題について御感

想を述べていただきたいと思L,ます°

三浦(実）秋田に初あて参りまして新任の挨拶に山形の

裁判所に行ったとき「山形の林区署員から盗伐をいくら告

発しても微罪検挙で取上げてくれないから，告発促進につ

いて骨を折ってくれという意向を受けて来たからよろしく

願う」といったのですが,渡辺瀬Iiという検事が突然怒っ

ちゃったのです。というのは，与えるべき薪をやらないで

おいて官赫を伐ったからといって罰するいとうそんな馬鹿

なことは田来ないというわけで大変御機嫌弥轤くなって，

私は早々に却ってお目玉を唾つたのです。それで果して盗

伐が微罪の程度であるかどうか皆で見に行こうじやないか

というわけで,当番汽車の便のいい読誌駁から山鐘つ
たのですが，皆が黙っているのでどうもおかしいと思った

ら，この山は何十年も伐ったととがないというのです。そ

れでは盗伐じゃないかというと盗伐はこの辺にはないとい

う。植木のような小さな木を山形の井関という獅享な年取

った人力鱸えたが，それがどうなったか尋ねても黙ってい

る。叱ることも出来ず，帰ってからその問題で会議を開い

たの鱈Gすが，どうもよく判らない。調べようということに

なって部后を2人潅蕊めて調べたところ， メ変なことで

す｡全山みな盗伐されている。しか＄どこは何年後とか村，
で計画を立ててやっているのです｡つまり盗伐の加漂計画
ができて居る訳です。そこで村で作っている施業案を調べ

て伐る年を延ばすことにして，2，3年間はじっと我慢し

て村には別に薪をやるよ5決め，ある事務官と貴島圭三君

と3人で検事当局Yこ行ってその話をしました。今度I…：

の方でも非常に深く感謝して,違反したものはピシピシふ

ん縛るということで，検事1人と林区署の者3人と2組に
一

分れて村をずっと回ったので､すbそうしたら村で大変感謝

しまして，5年でも10年でも待ちますとい5ことで誰1

人反対のする者がない。私は錘愉快になり萱した。この

原因は林区署の人が非常に地元を愛する精神に盲目になっ
てしまって，盗伐が大してないと思っていたためで，人§を

いじめようとい鏑持がなかなか出て来ないとい5のが一

つの原因でした。ちよ､つと不思議なこと歪，未だに忘れら

れません。それ以来,検事局は林区署のことならば何でも

直ぐ趣受合ってくれるようになって，林区署に会議があると

山形県の者は盛んな宴会を開いて踊る歌5の誠に愉快なこ

とをいたしました。

三浦(伊）盗伐施業案左認ぬたという大変面白い鑛話で

した。

Ｆ
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柴田余り地元のことをお考えにならないのじやないで

すか。（笑声）

三浦(伊）余り里山過ぎるからですね。

早尾終戦後は盗伐しても盗伐と見ないのでしょう。相

当無理なことをやっているようです呵れど,森林主謹もそ

れを見て見ぬふりをしているという報告を受けているので

すが。

柴田それは相当な誤解ですね｡北海道にjついて.は，営

林の完全にいってい飯r､ところもありますし，道もないよ

うなところに伐木をしているというようなことで，いろん

な批判も聞くのですが，それがふえたということでなく，

鱸の拡充に向って溝りますし,経営環もだんだん頚篇し
て居りますしj8 .…. .｡_盗伐がふえる傾向にあるとは私は

考えており叢せん。

三浦(伊）林さん何か北海道のことで･･ ．．…。 ､

林私は森林保存とゆう様な話題と変へさして頂きま

､うち

三浦(伊）それでは今の問題を離れてどうぞ。

林先ず躯海道の森林係存嘩に就て申上げて見たいと

存じます．

北海道の拓殖初期の操に，原始林地帯に移民を入れる場

合には，其殖民政策のもとで，時流の鋒先ｶﾐ先ず森林の撲

滅に向けられる事は世界の常例ごあり霞ナ･叉夫と同時に

心ある政治家,特に林政担当者は必ず殖民地の時流に反抗

して森林保存政策を謹持すべくつとめることも亦常例であ

って，本道歴代の林務当局者は夫ｵUであったと思います。

然し叉北海道の様な場合，此の大森林資源を，一地方庁

に委せておくと言う状態を外から見て居ますと，どうもあ

ぷなくて仕様がない。夫ｵ1ﾉで国有林々政統一と言う大綱貫

徹もさることながら，其蔭には「あそこには委せては置か

れぬ」という取越苦労もひそみ，叉「なあに保存政策位は

立派にやって見せるぞ」と言う意地も之に応酬した感もあ

ると副‘､ますが，然し保存政策遂行と言う事は大変な難事

でありまして，単に林政機綴いぢりや意地づくなどで出

来ること･這jまありません。幸いそこに大きな偶然の天恵が

あったと言5ことを申述べ度いと思います。

それで国有林の移管問題でありますが，明治40年園田

（安勤長官の鉛言擦が河嶋（醇)長官に依り覆えされま

して，森林鎧が拓殖殻から切離され，之で森林収入が拓

殖の儀牲になることは防がれた形になったのであります

が，明治41年以降森林費は一般財政に影響されて年灸削

減され,叉森林費予郷が款に昇絡した代りに,元の目が項

に上り，流用がきかなくなるなど営林の実態は全く蕊縮し

てしまったのでありますb又一方大きな山火事が頻発して
ゆ

被害が全道に漫延する勢いを示し，林政不安の世論は深刻

早尾それに関係いたしまして，三浦さんの御功読と申

しますか，わｵL計うれからいうと国有林経営の根本方針が秋

田で決められたということがあります。盗伐施業案を認め

たというのは山形県の問題ですが，秋田杉の問題とすれば

当時皆伐作業一点張りで来た時代のことで，戸沢（又次

郎）という技師の方が長く居ってああいう施業案な秋田に

励行し，叉山形にしても天然広葉樹林を大体杉喬林作業を

枢軸として更新するということは大きな問題であった。そ

のたあに将来地元の薪炭を賄うのに如佃するかというに，

国有林の杉林から供給する末木枝条を当てにする外に足り

ない分は地元自身で努力しろというのが大体のゆき方でし

た。それが三浦さんの署長時に出て来た秋田県下の施業案

の検訂では薪炭株作業が非常に増えてしま鋤｡地元のた
めに薪炭林を必要とするから杉喬休作業ではゆけないとい

うことで，今更目立って謝誠林作業が殖えて来たので之を．

どうしようかと思いましたが，やはり鮒玩の希望は多く見

てやらなければならぬ‘ということで，撰林作業が相当に認

められたということを記憶して諮ります。その後凱(擁火の施

業案を10年程見てましたが，嬢林作業誹湘当殖えたよう

でした。叉その後,局には長らく岩崎準次郎君勃塩えたが

爆林作業は依然続いたと思いますが夫れにしてもあなたの

御功侭と申しますか，当時の「地元懐林作業」には相当大

きな問題を投げたと思っております。

三浦(実）検蟻正の方にその功績があったのです。

三浦(伊)今のような憲珠でなし唱何か公共心力霊え

たというような意味ですか，戦後盗伐が相当全国的に磯ん

になっているという傾向がないでしょうか。国有林の方で

はお感じになりませんでしょうが。

柴田盗伐はふえており霞せんで調創。どちらかといえ

ば，だんだん少くなっていると思います｡地元のことを考

えると､くうことは，時勢も違って来ていますから考えなけ

ればとても収章らないので，今度は国有林野法も改正さ”

て，地元の薪炭材を供絵するようなことに銅1を与え得る

制度も'出来ておりますし，いわゆる民主的な経営というこ

とになりましょうか，施業案を編成する場合には地元の意

向を入れて編成する｡･そして要求を聞いてやるところまで

進んで来て論ります。ですから現在は国有林に対してだん

だん理解もL協力もしてい塔傾向にあると私は考えており

ます。
〃

三浦(伊）小さい盗伐ですけど,東大の愛知嫡頼戸の演

習林は戦争が斎認になってから，叉終戦後も盗伐に悩まさ

れて合理約な経営が殆んど田来ないという形で‐ﾘｰね。コル

クガシなど私は種子を取って大分植えてあったのですが，

そういう見本まで伐られてしまって，大分被害があったそ

5ですが。

＝
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になって来ました。遂に大正6年僻小路（鯛農相の時に

移管問題が起ったのでありますが，蓋しそｵ1，ば非常に良い

機会だったのでありまして所謂’クリーン･ヒットだった

と思います。然も其時の政府の内情ぱ，内務大臣後藤新平

氏護で移管に賛成して居ったので，俵孫一長官は全く窮地

に陥ったので､す罰§，偶然にも朝鮮総督府時代の因縁から寺

内（正毅)総理大臣に直訴して，此時の移管断行は一応瞳

止められるようなことになったのであります。其後に政友

会圃閣で原（棚首相が暗殺され寮したその朝の閣議G

移管の延期諺決定しまして，斯くして第2期蘋殖計画の終

年である昭和21年までは移管は事実上停頓の勢を造った

②であり．ました。其間に一心つの思い出がありまず。

此の仲小路旋風の際に,道庁林政の頭目でありました紳

駒之助さんの立場や,心境は歯であったか？勿論山林
局の総師松波氏あたりとは催かに打合せはあったことと偉

思ひますが,当時若輩であった私にほその糞諦は解り毒せ

んでした。兎に角葱ば同僚である散河原蕊技師と2人蕊ジ

ヤンジヤン称先輩に督励されまして移管反対の理由書を書

かされたものでした。誕はこの事件の後で上京して松波秀

実先薙の処に伺うと懐は自分としては此度の事は始塗か

ら成就しないと思って居た」と微笑して居られましたの

で，『私達も此度は立場に困りましたが林先輩とは，今後

愈兵蚕任は重くなるが,国有林は縫対に護り通し,本質に

稔無暇で御引継きしょうと諦合って居り寵す』と答えまし

たところ，「頼むからしっかりやってくれ給え」と，立ち

あがって激励された事を記憶して居りますb松波，林両先

輩間の交渉も大体こんな処ではなか当ったでしょうか。私達

の森林保存政策にはこうした移管問題の刺戟が可なり強く

税められて居りましたことを申添えたいのでありま龍

それから此の北海道国有林の保蕎政策な今度の戦争前迄

遂行し得ましたことについて，月並な言葉で弓~が天の時，

地の利,人物,､の三つの点から説明して見度いと思います。

先ず『時」から申しますと，北海道に盛に移民が入り込

み霞したのは明治,大正挺かけて20年前後で,其頃が原
始林の伐採，焼払の最盛時であり，森林受難の最悪の時で

ありました｡然るに其時代ば製紙工業を除き雲して本道材

の用途は未だ拡がらず，之等の未開地出材は寧ろ安価なも

のだから，（註・大正6年度立木執下単価（総平均）1職

5厘程度の安”専ら売拡められる時代で，換言-鍼Lぱ此

時代に本道の森林は価値の高い利権の対象とはなって居な

かったのであります。然るに第一次世界大戦後に於き霞し

て俄然北洋材大需要の時代が勃興して来ました。ところが

丁度其折，大正9年頃から樺太森林に松毛虫（トドマツ

の）大溌害が起り，被害木と称する大払下が始まりまし

た。そのお蔭で木材需塞昔は勿論，これまでｵ蝿首をねら

って居りました天下の森林利権屋迄も勘難げで樺太に集注

し，ブルドッグ見たいなのが山番して居る北…素通り．

したと言うこと，つまり今度は山荒らしの鋒先を樺太に向

けましたために，受難時代を免れたということも大きな保

徹策の扶けになったのでありますb

次に旧地の利｣‘でありますが』樺太の様な狭蓑.〈て長い

地形では，海岸から中央山脈まで簡単に銃の柄がと壁い

て,忽ち坊主にきれる憂がありますが,北海道は賦大で，

凡そ四角形で中央山岳地帯は海岸から遠く離れて居り，且

つ前記の濫伐時代には鉄道の分布茜極めて疎でありました

ために，輸送の関係から道内消蟹都瀞付近の外は，所謂天

塩松を始め船積の便利な沿海地区の森林と，流送の便があ

る大河IIの沿岸の局部赫分のみが伐られた程度でありまし

た。即ち往年伐られたり，焼かれたりした林分は今日の農

戦地力錘でありまして，今日，本道国有林の本質鞍為すと

ころの中央山岳林は前肢謎くました塒代の填謹い」と関
連して此「地形の特質」に依て正常な経理葱譲られた点も

功禍然大きな銭け壷あったと申さねばなりまぜん。

第3の森林の｢守護と入」と言5事は林学の先輩林駒之

助と言う偉大な適格者が偶然本道に居合はせた事でありま

す。大正3年以降昭和7年迄18年間の功績は特筆すべき

ものでありまして，このことは皆様がよく御存知の通りで

あります。私はその間一一昭和以降は地方林課惹分担はし

ましたが一一終始次席壱到らぬ乍ら女房役を勤めさして頂

きました事織光栄とするところであります｡

以上“側く保存の要素には三位一体となった偶然がある

ことを申し述べまして此の森林保存の問題を結び庭いと存

じます。

最後に附け加えて申上げたいことは林政統一後の本道の

営林局は夫餐着為業績を挙げて居り，敬賀の至りに存じま．

すが，今日室での経過から見霞すと，主脳者の新陳代謝が

余りに頻繁の様に見受けられます。林先輩の18年,満の

30;余年北減雛官は少し長過ぎるかも知れ秦惹んが，戦

前からの充分の経験を持った50才前後の働き盛りの鼬、
技術官には最後には押しも押されもせぬ5，6年の時を貸

し‘て充分に落着いて仕事をやってもらうべき郵愈ないかと

考えますb

三浦(伊）有難うございました。

寺崎今のお話の林さんが傑存について一生懸命だった

ということは，白沢さんが｢林君減いたからあそこがもて

た。他の人だったらどうなったか判らない」と暫舞話して
g

鐙，ましたよ｡ 鰯

三浦(伊）只今，山火事の話力遥り霞した謬,私は明治

製年に川瀬先生に随行してｵ確道に行きましたが，恰度一

金山御料林から演習林に山火事が移り萱して4千町歩程焼

'
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す。他の県では，当時はどうも中小林業の指導奨励がうま

く鱗かFず，一向地方の林業家力鎚ね』われについて来ないの

で，これが非常に私の苦痛であり頭を痛めた点廼ありまし
、

た。それで苗木の無料配布とか植樹の奨励・補助金という

ようなこと､で相当呼掛けまして，いろんな条件をつげて林

業改良のほんの一端が達成されたか仁思っておったのであ
り蓑す。叉講習。講話会が当職目当に瀧行ってやり．ました

が，どうも一向に効果が涯かつたのであります。恰淀法律
学が行政官や判検事｡弁護士の法律学でありますよう

に，農学が農業教育者，或いは農業技術者の農学であるか
のように,われおｵ心はどうも民間との接触を如何にすべき
かということ溥齢に苦心したのでありますb余談になり

ましたが，農業の方でも数年前から1町5反歩位の農業耕

作者が塞準になって,なるべく大農にすべ<進あて来たに
もかかわらず，だんだん小農の自作農の方ガ鎗えて来たと
いうような反対工作があるように,叉共同耕催と奨励しつ

つあるのに反対の方に進むのはどういうわけなのだろう。
われわれについて来ないのはどういう点にあ.ろのか。これ

に反し，工業家や商業者の方は県にいろいろ嘆願に来たり

教えを受けに来る。われわれのところには一つも来ないと

い5状態左開き蓑したが,結刷の浅薄な考えでは,中小
林業家の方は,或いは農業者,水産業者の方は華いい加減
にやっていてもどうにかこうにか食yって行ける。生活が一
応湊定している。これに反して商工業者の方では，うかう
かすると破産し倒産する縮れがあるから他の商工諜蕊鏑崇
っている仕事を覗いてまでも進んで數善を加えてゆく。こ

ういう点にｵつれｵつれの方のやゆにくい点があったのではな
いでしょうか。自然，中;zI嘱零の方は生活が安定してい

るために競争心が起らない。或いは叉労動力がにぶってし
まう｡それでこれ蓮激励すべく県有林で間伐,枝打の摸範を

示したり，椎茸,わさびの栽培をして実物の教育をやるこ

とに努めたりしたのでおります。第二段として他府果の林
業を視察することを青年団に促1畠,たのでありま灸それか

ら甚だ未熟でばありましたが，当時各梁で山藤会報は年1

回の発汗Iでありましたから，それを月刊にいたしまして，

非常iこ苦心して極く安く一部2銭位にし,糠業のみならず

農業，蓄産などあらゆる方面を抜謡､たしまして3千部刷
っておりました。後に3回位は特別号を出しまして無料配

布をいたしました。それ腰は鞘ついて来たようであり童し

て，2，3年繕つとだ‘ん捷ん小為替を送って来るようにな

り，他府県から轄釧号を300音畦れという注文が来たりし

て，やや進んだかに考えて挙ります。このようにして4撚

業家の自覚を促して， 自分の力で自分の道を歩んでゆか

せ，創造力と自立性を発揮させて実質的に充実し減飛業家

を作り出すとい5ことに幾分効果があったかのように思っ

いた後に見に行ったのです。そｵL以後I鰯蕊道には余り大き

な山火事がないようですが，何か技術的政策的に処置され

たかどうか。

林それは移管問題を仲小諾さんに突込まれて考えさせ

られたことは，その頃道内左旅行してみますと，例へぼ有

名な狩勝峠からの展望なども実侭焼跡草原ばかり見えた時■

代でありまして，当局としては大正2年に防火組合詮作り

奨励瀧続けまし?こが弓其頃の営林鶏長の会議は山火事の防

止問題ばかりで，長官からも非常に烈しい行政指示が出て

いました。しかし春先に開拓をやれば，失火というものは

止む詮得ないもの潅ありまして，後年には防火組織を完成

したものの，大正初期ならば，充分批判に値した時代と思

ほれます。

三浦(伊）次に鐙隣りの江畑さん，大変お若く見え議す
同れども70以上に窪ぜられでおられるそうで，昨年でし

た力御令息から絵を画いておられるというお話を伺いまし

た本日も此処に美事な絵を寄贈腱なって居られますが,私

先日下関に行って，長府博物館で高噸“さんの詮を見て

来護した力翁あの人釣羨林区署長であ)つたということを伺

ったので，あなたも高嶋さんの後を継.ぐようにな:るのじゃ

ないかと思いますがひ地方庁関係で御活躍になつ推そうで

すが，地方の林政について鐺話しいただけたら有難いと思

います。

江畑大変潜越でございます-が，時間を割愛さぜていた

だきます｡私は明治33年の日露戦争たけなっの時に駒場

潅巣立ちまして，田舎を転為と､､たしました。振出しは佃

合の宮城大林区署でした。署長の篠沢半五郎さんには大慶

鐙世話になったのです。この方は朝酒を2本ひっかけて見

えられ，才月知らざる如く話詮して誠に部下として幸社だ

ったのであります。私にも，若くて褒任の余り重くない時

にうんとやっておけといわれまして，産物の処分掛り，造

ホ樺ﾄ長，刈赫区擢の監督心得というようにさまざまの仕鶏

左やらせていただき葦して，それがために3つｵﾋ』つれは官界

30年の間，御恩の深かったことに非常に纈敬している次

第芒ありま-j-b篠沢さんは麹町三番町辺りにこ'二地･と家屋を

沢山待っておられ,艤姶位は吹飛んでも差支えなかった御

身分であったために，あれだけの豪放な,しかし正義と勇

気があり愛情に富ん誹常にいいお方でありました。2人

の署長に仕えました力軟のもう1人の署長は家族淫多く俸
給に全て依存して鐙.り，左を見，右を見，ただ命これに従

うという状態でありましたたぬIご余り業績が華らなかしった

の，色あります。か巽うなことを痛感させられ，これが私の

官界遊泳の前身で謬りますb次に舞台はガラリと変り．まし

､て地方庁に出たのであります.山梨衆に7年おりましたが，

大いに意を強くして相当面白く仕事が出来たの歪ありま

一
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ておりますが;これとて蓬だ未熟でありまして充分なこと、先生に鰐瓠し蛍つた諾果を伺ったところ,､鱈とかその
は出来なかﾂつたと思っておりますも 他50以下の若い状態にあるので100以上まで生きられﾉた

三浦(伊）御引退になってからの御趣味とか或いは健康 のに，山登りで蝉里をしたのじゃないかといわれたのです
保持というような生活のモットーみたいなこと“p何でし が,年寄の冷水といいますか，過労の緒果，寿命を縮めた
ようか。 というわけですbそれは伊東から修善寺に行く山の中腹に

江畑退官後は一切ﾀ幌との接触を断って引込んでしま ．おりまして，伊東に行くたあに坂を下って行くのを一つの

いました。やがて米の統制が始ったので，大変だと思って 建康法として毎日往復したのですが，別荘を中腹に持つと
ポツポツ丸山さんと同じように百姓をいたしまして，年玲 家からどうしても山坂を登り下りしなくちゃならないか

米7，8斗，麦1，2石，その他郷識，それから裏に小ざ ら，その過労によって萎縮腎を起して寿命を縮めたという

い池があるので鯉や鮒を溺っています｡それから薮に樹が ようなこと老主治医であった伊東の国立療識派長もいわれ

あるのでそれを薪にFす-るとか，自給自足的にやって，幸い ました。それで私の今まで考えておったこともどうも間遠
過分の恩給をいただいておりましたので両方で食糧難の時 っていたのじゃないかと思いますので’御参考までにちよ
代にも余り苦しまずにかつかつやって参ったような次第で つと申し葦した。

ございます。絵の方は全くの余技でございます。 林あの鰯首を更に近道するといわれて，もつと急なと

三浦(伊）そうすると農業とか薪遼調製するとかいうこ ころを通っていられたが,相当強L､坂だからね。
とを御自分でおやりになるのですか。 、 寺崎それと，本多先生は脂物を摂らないからいけない

江畑今はなかなか労銀力畔いますから雇入れば困難で のだ｡やはり脂物を摂らなくちゃいけないb
すからポツポツやっておりました。 丸山元は天ぷらが好きで， よく脂物を摂られたから

三浦(伊）自分の話になり窪す誌,私も戦争が苛烈にな ね。

って物盗が欠乏して来初めた時から百姓を初めまして,約 §辨漉が久し振りで先生のとこきに行って昼飯を御馳
1反歩径，日曜日だけ田てやっていたのですもそのたあに・ 走になったら，大根おろしでね。それで潅のおふくろは90
風邪を郭､たりしなくなって自信を持っていたのですが， まで生きていたけど，毎晩1合づつ飲んで脂物を食べたか
先日岳父刻琴静六が亡くなりまして-86なんですが120 ‘ ら，脂物を摂らなくちゃ駄目だっていったのですが....･
まで生きるといっておりました－－東大の病理学専門の岡 （以下次号ウ

＝

一

b

一一

!’ 測量機械の ｜’｜‐ ’’ －1－フエース 1I
日本の簾に比高の大きい場合の写真測量は実体写真測量

機遼使用しなければならないが，これらの溌械は種あて高
価なもので，ステレオプラニグラフは2,000万円或は6,000

万円ともいわれ，ムルチテレックスは800万円と称されて
いる。而も製造会社がドイツ及びアメリカで，その輸入も
仲兵困難な橇である。日本に於ても実体写真測量機の製作
が企てられ,篠滋彦氏の考案になる機械を株式会掴淳真測
量所（代表者柴田秀雄氏・東京都文京区湯島一ノ四）が
日本写真北学社(代表者中村貢治氏)に依嘱して試作せし
め，トリプレツクスの名称でその第1号機が昭和26年秋
に完成した。その製作費は450万円と識つれている。

トリプレツクスの特長は使用原板が撮影原フイルム或は

それから作られた陽画乾板を使用し，それを7倍に拡大し
て観測する。投射器のレンズは通OInmを中心に上下10In

mの作動が可能の様である。描画は視準部の平行移動に
伴って，連動的に戸ツトに連結して機械的確行われ，図化

は写其縮尺の4倍まで可能看ある。機械の主要部は投射

器,原板プ戸ジェクター，画ツト，ハンドル，足盤，描画

机で，プラニグラフの構造に似ているが，トリプレツクス

は写其の傾度士3.以内の所謂垂直写真のみに矛胴され
る’描画精度は平面位置士3mm,高さはZ尺目盛の魂0

即ち'/'0,000の図化の場合11nといわれているが,正式
のデータを有していない。

近く研究桔果謝琵表される予定である。
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内 客 のであり霞す。その一つ一つの問題について'今日此処で
御報告を致している時間がござい童せん。そこで私は講和識和と日本経済
後の問題につきまして，われつれとして真剣に対処しなけ

，維戦後の経済政策と経済復興計画
れぱならない部面蒟鍾めて多い°その中でも識和に伴い葦

現実の日本経済の復興過程
して本当に日本が｢独立」と「自由」を5るかどうかはわ

日本経済の弱点
オ'身つれ日本人の努力と日本経済の実力にか上っている。こ

今後の経済対策 、 の一般的債擢に§ついて私の意見をまず申しのべてみたい。
国民経済と再軍備 今まではあちらの方針によって真痕ぐに歩いて行くことが

・ 日本科誰の特異性 出来た。今後はそうはいかない。尤も講和後も100％の

講和と日本經濟 自主性はない，せいぜい易60％の自主性添回復してき
たにすぎないが，その自主性をも本当にｵっｵ'牙，れが旨く運

只今御紹介に預りました稲蕊でありま説実は私は昨年 営出来ないといった様なことになり寵する.と，経済は却っ
2月力易森林資源綜合対策協議会の仕蕊致していま記 ， て悪くなるし政治はもつと悪くなる。斯ういった穰な懸念

こ上でば｢識和後の日本の経済の問題｣,断ういった様な も“られますので,まずそういった様な一般的な問題に
ことについてお話申上げ，時間がございましたら，私共の ついて私が今まで体騒激しましたことをも併せて聞いてぃ
嫌な一瞬径済を取扱っている人間が日本の鮒攻とか澗集詮 た蕊きたいと思うのであります。 ・
どういう風に見ているかということも附加さしていた堂い

て御報告申上げたいと思うのであります。 維戦後の魑輔政策と經濟復興計謹
皆犠も御承知の犠に，この4月28日にわが日本は待ち

敗戦から識和が現実化するまでに6年有余の揃間を経ま
に待った「講和｣を現実に迎えた訳であります。昨年の9

しだ。今から顧みると非常に短い期間であったと云えない
月鳴調印は行われました。しかし実現したのは今度であ~り

幕すっところで調印の直後にも色今講和と日本経済の問題 こともないと思いますが'その間にも所謂占領政策といつ
が新聞紙上その他であっかわ鯉ましたが,.最近になりまし たものも色’々変化しました。それから叉日本の経済の種持
て､;よいよ講鰄実現して来るという前提の下で講和後の 穣盈な窪鱈と､薇つた穂齢のをもわｵ'猟われは経験したので
日本の自衛再軍備ほど弓いう風になって行くか，また諦和 あり窪龍そしてそういった様な変化と基底の上に今後の
に伴膨ってわれわれ日本人の｢国民生活｣といったものは上 日本の経済が鋤､て行<でありまぜ5°皆さん方はこの変

鍋懸:駕撫:簔鷺灘霊驚鷺驚に鐙…ら……い…塗
簡単に申上げますると，私はその間の占鏡攻策には非繕

指すのですが一一が全体として，もしくはそれぞれの面で

どういう道行きを示して行くのか，叉「物価」はこｵ,,から に大きな二つの段階があったと思うのであります。その第
一段階は何であったかと申しますると終戦直稜に行ほれた

購って行くのか下って行くのか，或は皆様方も昨年辺りか ポツダム宣言に依るところの日本の管理政策であった。っ
ら耳新しい言葉として謡聞き上になっている所謂’「日米 まり誤ツダム宣言に基いて日本の｢非爵装化」と「民主
経済協力｣は今後どういう橡になって行くのか等々’まあ 化｣を達成して行く過程であった｡そｵ1が昭和23,4年頃
斯うい5穣な種々穣埼の問題についてはげしい論議が斗今わ がら変化するという第二段階が訪爵して来た。 ・
されている。そして私共もこのような諸点について色々聞 私は昭和22年の7月に経済安定本部に入り，繕麗蕊急

かされたり，また逆に意見をのべる機会が多くなってきた 対策やあとで鎚話申上げまするところの経済復興計画等の

一
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I■■
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‐
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職演者）国民経済研究協会理事長･森林強源総合対策 立案に参加したのでありますが,皆議も御存釦の蟻に日本
協議会購溺理事 をして再び自主的に戦争を勃発せしめない'斯ういつたこ
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稲葉；講和後の日本経済の問題について

とを前提として日本の平和経済の機構を如何に整えて行く

かということ茜琶時鰹占領政策の一番大きな狙いであった

のであります。皆様方も御存知の様に，占領直後には日本

の経潰は非常な不安に震は沙ておった。それが昭和22年

の初ぁ頃になり稽々安定して来たのでありますが，この頃

の大きな政策は所謂経済の民主化といった様な面からする
財閥の解体，そしてそのための独禁法や,事業者団体法な

ど員連の民主ｲ睡法の制定．更に労伽組合法の制罐，叉皆

穣方と非常に関係の謡､幾地改革という穣なものが指示巷
られたのでした。そういぅ溌な形で根本的に日本の経済構

成を変更して行くことに努力秒蘂中ぜられ，叉非議化と

いった穰な面からして催軍需工業左壊滅的ならし漁るため

にポーーレー中間案の様な苛酷な賠俄計画が我が日本に与え

られ/たのであります。

ところで戦争直後の経済逓径でほ一一これも皆儀御存熟1

でございまぜうが－日本は未だ平燕怪済と申しまして

もこれを自からの力で運営して行く，そして国民生活を支

えて行く，表た産業の車をうまく廻して行くと云う歳癒事

はなかなか出来薩かつたのであります。総司令部は御存知

の様にガリオアの援助を日本に与えまして，その援助によ

って主と､し電都市の住民に対しで食糧とか塩を与えて行

く，或は国内用の稲花を供給してゆくと云った濠な途を開
いた。それでも十分ではなかったので，大体都市の生活水

準は戦前の50％以下になり，国内生産と援助の不足分は
過去の蓄溌を消耗する，所謂｢売食いをする」といった様

な形走生存の最低蝋を賄って治ったと思うのであります。
特にあとで御報告致します様に日本の鉱工業生産が戦争と

同時に殆んど壊滅的に小さくなってしまった。今でこそ石
炭の生窪は月に400万トンを上廻るといった様なことi達な
り，そｵしでも石炭が足るとか足らぬとかいわれているので

ありますが，綻戦直接の昭和20年の11月には月に50"

トンの生産しか出来ない，鉄鋼は昭和21年には30'年前
と同じ生産し力挙げえない.といった穣な状態であったので

あります。それでも矢張り過去の蓄積と米国の握鋤により

まして，除燕に昭和21年から若干国難済は上向いて来
た。

唾

こういった事態の上に立って先程申上げた様に当初画民

主化と非軍事化を中核とした長期の経済政策を総司令部側

が溝想する瀧になってきたのであります。日本政府もまた
こ証に即応し長期的な観点に立fって経済を平和場裡に#噸

に再建して行くかということを計画し准進して行くといっ

た方策をとり蓑した｡謹は先程申上ました様に昭和22年
7月に安本にスリそういった穰な総司令部側の雰囲気を察

して，一つ日本側で将来に対する長朔的な経済政策をつく

ってゆこう，こちらから案をつくって総司令部に差出して

日本側に出来るだけ有禾臓立場壷占めて行こうとい‘つた様

なことが必要ではないかといり観点から政府の諒解を得て、

秘密裡に日本の経済復興計画の成案というものを昭和23年

の初めまで約4ケ月ばかりか坐ってつもり上げたのであり

ますも

私共は当時次の嫌な論旨を立て米国側にこれを菫張ずる

ことによ‘って成るべく日本の経済の将来の自主自立に対す

るプラスを盤得しよぅと努力Lたの篭あり･童す。

その一つの狙いは日本の人口問題であります。日本の人

口は昭和5年~9年平均で観在と同じ頂職・な)6,633万

であります。私共が立案致して諸りました当時確定人同

は大体7,900RAから8千万人見当でありま蛾。そし
て日本の人口は今後も急速に増加をして行くという嫌な運

命にある。斯弓いった様な率悔から致しまして日本の人口

は相当将乗抑制的な措置蓋と取ったとしても自然増加だけの

面さ]30万～140万から150万人見当にI茨なら5.仮lこ8,000

万人と云う人口を6熟633万人で割りますると］2％と芸

5事になるのでありますも従って当時向う勃毒えておりま

した昭和5年～9年と同じ規模で日本経済詮回復種しめた

として芯結局人口増加だけは1人当りの国民所得も減るだ

らうし，それから人が働くということも少くなって行くと

云5穣なことにならざるを得ないb従って少くとも平和経

済の規模は人口増加を賄っただけ大きいものにならなけれ

,ぱならない。

それでばそういった様なことを自主自立の立場に於て

可能ならしむる条件は何であるかと申しますと，矢張り国

民所得を支えている産識ﾖ発展して呉れるということであ

る。そしてその産業の発展の上に貿易が立直って呉れると

云うことでありますも平時の湯合わが日本は食糧の20％

と工業原料の大凡70％と云うもの詮外国から買って来な

ければならない，その限りに於ては，自主自立の立場で日

本の経済が復興しなしうればならないとすると，どうしても

貿易力塙まって呉れ湯といぅことにならざるを得ないので

ある。矛ﾌｵ蹄うれは今直ぐにそれを実現することは出来ない

けれども5ヶ年後にはその目標を実現したい，そうい､つた

檬な観点から苛酷な賠臓を日本に押しつける，ま癖産業の

発展を阻害する穣な経済の抑制措置はとり止めて貫いた

い。それから日本の産業詮発展ぜしあて行くには特に鉱エ

業を発展趣しめる必要がある力洗程申･しました様に原料の

輸入蒟雲る。叉輸出貿易を伸そうとしても，生糸の様な全

部の輸出が国内原料で賄はれるという種のものばかりで朧
ない。戦前の日本の貿易の在り方を見ましても輸入原料を

入れてそれに加工して輸出して鞘を稼ぐといった様な形が

,日本の賓易の大部分である。そう致しますると輸出詮十る

為には輸入原料を事前に日本で調達していなければならな
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稲葉：講和後の日本経済の問題について

い。そういった様な角度からし＜ガリオアの援助の他に工

業原料をスオしてもらう過渡的な援助と，それからもう一つ

は貿易を立直して行くための輸出入回緩基金と，この二つ

詮米国から先づ日本腰与えていた堂きだい。若しもそ淑』が

行おれないと日本の経済は復興しでゆかないし，ガリオア

の援助だけではこれば賄いきれないのだから人口の増加に

随って経済は混乱し窪形で推移し，他面半ば永遠に日本は
●●●、

米国の援助に燕;すがりをレなけｵしばならないとい5ことに

なって，それでは米国も困るであらうということになる。

話は一寸それますがわれわｵしが当時総司令部に参ります

匙詣前達は米国のタックス，ペアノの負担の上で生き鐘い

るのではないかj余りえら,そうな事を言うなとい5嫌なこ

とを言われたのであります赫,米国のﾀﾂｸｽぺｱﾉの負

担で生きているということほどういうことかと言愛_ぱ日本

への綴援助は米国の国会によって承認されたものであ

る。国会によって承認され，それで政府が物な買付けて日

本に差つでくれると云う訳であり蓑して，国会によってそ

：”課決せられる限りに於てこれは米国々民の税負担胆な

る訳でございますも従って私ども.は過渡的に援助力珍くて

も凋来早くその全部をなくするといった様なやり方が日本

に眠っても必要であるし，また米国に坂づて＄望ましいこ

とに相違はないということを強調しました。日本の産業が

将来発展し,雇用が増加し,所得が高まり，賀易ｵ輔んに

なって行く，段盈と米国に淡存ず石度合が少くなって行

く，そうし蛾燕は大体4，5年先には米国に援助を受け
ないで生きて行ける嫌になる,だから結局その方が日本の

為でもあるし米国の為でもないか，斯ういった様な諭旨を

持出した訳であります｡そして現実の上では輸出入回転基
金の若干，それからエロア援助が昭和23年から皆穣も御

承知の様にわが日本に与えられ，日本の経済復興が飴"って

きたのであります｡鉱工業生嘩はその後鐵塞に飛躍したの
であります。

ところで皆嬢方に申上げたいのは，「それでば我が日本

が所謂自主と独立をもって何とか経済の切り雄をやって行
ける鴇には，どれだけの最少限の経済規模と時間左必要と

するか」ということを私どもが算竈したかということであ

ります。詳しいことは時間の関係上申上げ調創ると思うの

であります濯簡単に申しますと次の雛なことになると思

ったのであります。

仮睡昭和5～9年を100とし震ずと，簡単な数字にな

るかも知れま巷んが人口は当時120％見当になっていた。

このときの工業生産は昭和5～9年を100として大体43

妬（昭和22．年度）でありました。それから鐸鴬⑲方ば林
業水濠諜を含めまして大体85％見当でありました｡鐸簔
生産の実際催もっと高かったかも知れません勃塗部を併せ

るとこれ位であった。輸出貿易は昭和22蕊洞じく戦前

のたった5％，都市の生活水準は国民1人当Iごついて申上

ますと大体50％見当ではなかったかと思われました。当

時中には30％とかもつと以下だとか斯ういった穰なこと

を云はｵLた方もあるのでありましたが，現実に色為澗嵯詮

致しました結果は上の様なことに統計的にならざるを得な

かったのであります。この経済のバランスと構成と云うこ

と左一つ皆機方は御謡撤していた壁きたい。

というのは人口が'20％にも殖え，そして灘*水産の
生産力戦前の測華で波ぱない｡更に工業は戦前の3分の
1強の見当にしかなっていない，生活水準が50％，輸出

賀易は5％しかない，このような経済の姿は果して永続的

輝なりたつかどうかということである。辮勺にいえば決し
垂

て成立するものではない。恐らくこれだけの水準では40％
の国民生活を確保して経済の車を動かして行くことすらも

出来蕨いというのが当然ではないでせうかな都市の生活は

一一私は農村の生活はよく分りまぜんが一一恐らくこれ以

上であつ定かもしれ霞せん。しかし平均していえばそｵ1詮

'0%も上廻るということはない｡都市の生涯が50％を録
てたといぢことは所得が，所謂勤I践堵の稼ぐところの諏暮

~

が$0％であったということでない,外国砂援助とそれか
ら過去の蓄積の消耗,斯5いった穰なプラスがあって大体

これだけの水準が礎保ざ淑准ということでありますも

ところで今後についても言い得ることでありまずけｵしど

もわれわれは直に政治と経濱の独立と自主左主張したい，

また世界に対して大きな発言権を回復したい。国内的厳疎

策も本当の国民の自主的な力で決める様にしたいと老へ

る。それならば一体斯弓いった溌な経済の在り方なしてい

てはとてもそれは駄目だと悟らなければならない。もつと

河清胃パランスト。エコノミーをこの目本に塞見害して行か
なければならないのであります。そのバランスト･エコノ

ミーを如何に実現して行くか，マッカーサー元帥も云って
いる様に「経済の自立なくして政治の自由はあり得ない」

ということを考え霞しても矢張りわれ身つれは斯ういった歪

んだ経済を立直し克服して行くということを考え,実行し
て行かなければなら麺。

私ど秘蕊1回に提出し＞更にその後1ヶ年ばかり検討

しました経済復興詞画（昭和23年秋完成）はこ敢左数字

の上に展開して見たのであります。裁ず人口は昭和28年

度には132％になる。このことは次のことを憲沫する。す
なおち昭和28年10月1日鍵窪の日本の人口は8,,766万

人になるだろうということであります。目下の大体の人口

は8，500万人強，今後若干予想より下りますが，譜そら
く現実Iこはそこに近いところ葦で行くでありませう。これ
が前記の6,633万人に比べると132％になるという庭と

《
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グ

です。そうすると仮に昭和5～9年をペースにして132

％に経済力,所謂生産国民所得をもって行く，そしてその

生産国民所得が外国の援助に頼らない形でえられるように
0

なって行くというよう態国民経済の循環と経雷自立が実現
し得なければ昔よりも実質的に悪い経済で国民はがまんし

なければならないということになるのです。

．しかしながらなかなかそういった穣なうまい工合に日本

経済ガ溌展して行く展望もない。そこで我持は昭和28年

度の工業生産の目標を134％と農林に水産業蓮入れた第一

次産業のそれを110％，輸出の規模を75％､見当として

129％の国尉芥得の回復を実現する。そして国民1人当り

の平均所得を97％，生活水準を90％見当までもって行

く，そして過渡的にはそれを実蕊する為に米国のエ画ア援

助とそれから輸出入回娠基金遼幽尋する，といった計画を

つくり上げたのであります。

総司令部当局の日本の長期経済計画にたいする職想も，

大鰐つれわれの以上の考へ方と一致をして居りましたの

で，割合斯ういった様な途が現実化する端緒が開かれた

し，又皆様方も御存知の簾に決してそこにFf全な経済対策

が行われたという訳ではございませんガ蝿も角斯ういった

様な契機を足掛りとして日本の経済は段舞とその後上昇す

るようになったのであります。

ではなくして忽'現実の問題として琴易してきている訳であ

ります。

そこで結論的にいいうることは28年を待たずして日本

の経済力は当然私共が考えておりました水準よりも相当高

く且つ早く回復し飛躍詮したということ壱ありますも個灸

の部面について必ずしもこの点が言えるかどうかは問題で

ありませうが,全体についてはこの操に言い得られるので

はないかと思うのであります。このことを簡単に御報告し

ませう。
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入口は今27年度を中心にして申しますと，8,600万人
見当になら罪さきにも一寸申しました様に大体私ど電の

予想通り人口は進んでいる。但し暴近になりまして予想よ

りも出生率が非常に下って来た6斯弓いった穣な好ましい

傾向がある。これに対しまして二I禁生産は朝錘力乱以後更

に飛躍的に上昇致しまして昭和5～9年の麹腱で計算稔致

､しますと，昭和26年庭の難が145％見当，今27年度

は150％〈､らいにならうといわれています。農業も今27

年度の政府の推定では100％,ホ榛は123％,水産は100

．％ということになっておりますが,実際の農業の生産力は

もっと高いということを毒へ童すと,第一次産業の鍵も

恐らく実際はわれわれの計画を上廻っているだらぅと考え

られる。ところで土表のグラフを皆様方ガ魂られても判る

ように注意をしなければならないのは，当初われわれが目

標にし，その実現を念類しながらついに計画上それを達成

することが田来なかった「人口と国民派尋の一麹という

ことと，もう一つは「日本経済の自立」ということがW藤和

28年度を茨たないで，昨昭和26年度にこの日本で実現
したということであります。

昭和26年度で昭和5～9年をベースにした人口と国民

所得の一致が実現したことをこのグラフは説明していま

す。それから日本は昨昭和26年7月から米国の経済援助

現賃の日本經濟の復興過程

私どもは経済の自立とい5もの侭結局は国民生活の安

定，それを基盤漣した政治的な自由と向上の塑得になけれ

ばならないと春へる。わ和われは国際経済の正常化という

事態の下で，いかにそれを実現してゆくかという第一歩を

約2,000人のエツキスパートの方舜の御協力でつくり上げ

たのでありますもところが§つれわれが作り上げました斯う

いった様な構想は；吉田総理の認識不足のために公表が出

来なかったのでありますが,當時の関係者の方言のうちに
は大まかに申し毒して，こかは計画としてはまことに結購

だけれども，現実にはなかな力進んで行くまいという予想

をなさる人が多かった。またとりまとめに参加した私ども

もそういう風に考えていました。事鐸ﾑどももこういった

6形で日本の経済が昭和28年を目指して一本調子でどんど

んと高霞って行くというようなことが本当に達成出来るか

どうかということにつきましては矢張り疑いなきを得なか
ったのであります。

ところでこの28年ももう来年のこど‘でございますがそ

オ1ﾉでは日本の織斉の現実は占領下において果して何処堂で

，回復して来たか，私どもはすでに26年の爽綬を現実に知
っており童す。そうして27年の所謂政府と総司令部が考

一えておりまする経潜の水準といった様なことも唯単に空想

壹
璽
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待たずして昭和26年に完全に達成し得られたかというこ

とになりますが，実は私はこれはまだ決して完全ぢやない

と思うのでありますも私としてはそういうことを言わざる

を得ないのであります。

ではどういう理由でお前はこれだけ日本の経済が侵興し

ているにか入わらず十分でないというのかと言斑つれます

と，それには色点理由が挙げられると思うのであります。

その一つは，矢張りわｵ'激っｵ'〃f鍔の過少見穣りから日

本の経済の弾力性,殊に国民自からの努力をわｵ'")つれが小

さく評価をしておった，斯ういった穰な要素がないことば

ないと思いますが，それよりも大きな問題は当初の策定方

針が現実の条件の上で非常に変って来たということであり

ます。それは端的に申上げますと，占領政策の主体釣吟や

当初の「民主化｣ ，排武豊劃ﾋ｣といった様な過程からそ

の後の国際惜勢の変化によりまして非常に大きく変化をし

て来た。こｵTが一番案は見せかけの日本の経済が大きく復

興し安定して呉れたという大きな根挺垂あります。このこ

とをもう少し詳しく御説明申上同駐すと当初は先程申しま
した種に日本の民主化と非武装ｲ睡策蒟報られた，ところ

が世界は平和の方へむかないで反対の方向へ進んでいっ

た。そして国際情勢が段兵と変化して行き「冷い対立」が

「熱い対立」になって行った。その熱かい対立は朝”私

の勃発といった様な情勢に際会して余計にはっきりしてき

た，今や世界の各国は平常経済を賄いながらも，同時に国

防経済再軍備とい､つたものをしなければならないという様

になって来た。斯ういそった様な変化が日本の経済上昇を招

来せしめた大きな原因となった。或はドルやポンドが日本

に大きく貯って呉れたところの大きな原因ともなったとい

うことでありま､すもその限りではわれわれ日本人は本当の

努力によって，すなわち国内産業の合理化べ?近代化あるい

わ国内市場の開拓管盗源の保全開発といった様なことをし

てこ上まで到達して来たというのではない。それとは非常

窪5けないで国際収支を均衡することに成功した。それど

ころか相当多額のドル･ポンド･オープン，アカウントの外

貨を善蹟することが出来たのであります。

これは一体どういうわけでありませうか｡簡単にい患ぱ

国際経済が正常化しないで，逆の対立の方向に走ったとい

うこと，もつと端的にL､えば，箪鮮動乱が勃発したからで

ありまう-･この点はあとにゆずって，この様にのぞましい

経済の発展童とげましたが，余り十分置ない，逆にマイナ

スの方向に進んだ経済部面もあるのでありますも

その一つは輸出賀易で魂輸出の実績はわれわれの計画

ほども伸びていない。昭和26年度の実績は5～9年のそ

れの50％見当であります6都市の生活水準は何処ら辺ま

で行っているかと芸へぱこれは未だ90％までには来てお

りません。安本の報告では昨年度も都市と農村をあわして

80％､強でありますb しか擁姉の生活力毅近停瀞憩示し

ているといった様なことになっていますも．

この様なマイナスの面もないことはありませんが，とも

かく日本の経済の溌実はわれわれの予想を裏切って相当高

く擢tっていることは事実である。ただ最近よくいわれるこ

とですが「駿行的」になっているのです。一番重喪な点と

致しましては当初の計画では昭和28年になって米国の援助

を貰わずに日本の経済はやって行く，そういった穣な想定

を立ろたのでありま､すが,さきほど一寸申しました檬に昨
併

年の7月1日から，一本立ちをすることが出来たというこ

とであります。苦しいかと申しますると実は昨年の7月以

降はそう輸出はのびなかったガ麺にドルが段"々と貯って行

く。今年の3月の末には6億ドルというドルが日本に貯っ

ている，その他にポンドとかオープン，アカウンi､のお金

を合せますると日本は国際収支の面で赤字を出すどころか

逆に10億ドルに匹敵する，日本の金で計錬数しますると

実に3,600億円にも達する外嘩､ら物を買い得るだけの

余力を日本の政府は蓄職している，といった様なことになつ余力を日本の政府は蓄職している，といった様なことになつ

《
』

両

一
一

‐ てこ上まで到達して来たというのではない。それどは非常

ているのでありまず。一体どう･してそうい5手品が出来た に異なることによって繕斉を上昇せしめたのであります。

かということはあとで申上たいと思いぎす。 第二にこのことは次の点を示唆する。すなわち朝霞鋤乱

この様に全体的な日本の経済の回復工合は予想よりは遥 が諸こらなかったならば，日本の経済の魂水準を保つこと

かに上昇をした。そして今やわｵ'われはその上昇過程で識 は出来えなか､つたであらうと。皆さんも御存知のように昭

和を迎えて自主と独立を達成しようという閏潜に到達し 和24年にドツジ氏が日本に溌出でになって，所謂超均衡

た。これだけ申上げれば皆嬢方は非常に繕購なことだとお 財政というものを確立さボノた。この超均衡財政の下では所

喜びになるかも知誕まぜんが，兎も角事実を率直に御報告 謂インフレの要因がない，だからその後は物価の上昇とい

申上げますれば斯弓いった穣な成行になっているというこ うものもそう大幅には起らなくなった。ところが今度は逆

とであります。 に物を造っても売れにくいとい5様な現象が出て参りまし

て，企業の合理化とか集中，更に中小企業の没落とい'つた

日本細齊の弱識 ．嫌な繕勢が段々とはげしくなって参ったのであり輩すが，
ではどのような基礎の上に斯5いつたこと力謹成出来た 朝鮮重職Lなかりせぼ昭和25年の下期は非常に大へんなこ

か，もう一つわれわれ力捻願した「経浩自立」が28年な とに日本経済がなる俺らうと考えられておったの潅ありま
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全なましていない自立の下ではこO様な総体とじてのプ
ラスの情勢が過ぎ去ってしまえば日本の経済は現在の水準

ずら維持をするというこ.とに事欠くという様なことになる

かもしれ稜せん。日本⑬政治，その独立と自由もその限り

では余り十分で紘ない現在よりもさら腫脅か還れる事態が

発生しないとも限らない。出来うればこの基礎の上に更に

鐵建進めてもつと日本の経済を安定した条件の下へもって

行くということをわWI劇つれが自主的に出来るかぎり講和後

実行して行かなければならないということであります。

その一つの参考盗料として私は経済の現実の上から次の
様な事実を皆穣に申上げておきたいb日本と最も現在経潜

的に関係の深いのは米国であります鑑日本と米国との貿

易関係はどういうことになっているかと申しますと’日本

は昨年米国その他F,,民蝉から10億ドル位の物を買って

↓鳥訳でありますもそしてその輸入のおよそ3分の1が食

糧です。食溌は皆穣も御存知の猿に当初は米国のガリオア

援助によって賄ｵうれておった｡･段燕日本にお金が出来まし

て日本は食溌を外国から自分のお金で輸入する様になり’

今では1叩％自分の諸金で買っていますが，その相手先の

ﾆｰ番犬きいのが米国です､その次のも53分のユを日本は
、

米国からの綿花輸入にあてていま､すbその残り⑧3分の1

が大体太蓑かに竜しまして石油でありますとか’石炭と力＆

銑駄石と力雑品にあてているのであります。では′日本ば

米国に対してどの位昨年物詮輸出したかと申しますと実際

はたった3億ドルに過ぎないのです。この3億ドルには御

当地と極めて関係の深い生糸なんかも入っています。戦前

は日本は米国との貿易につきましては大体パ戸パーであっ

たのであります。

つまり輸出と輸入の面で赤字はそう出なかった｡ところ

が昨26隼には斯ういった様な姿になっている。そう致し

ますると10億と3億ドﾙの差7億ドルといった赤字が当
然出るべきはずである。普通ならばドルが厳ければ米国か

ら物が入らないというの力当然でありますが，しかじ実際

には10億ドルの物が入っている。それはどうしてかと申

し蓑すと，これはからくりでもなんでもない。真察に日本

はドルを出して買っているのです。ではどうして別口にド

ルが貯つたかというと正常席貿易以外のドﾙの受取りが非
常に日本に多かったからであります。それは何であるかと

申し寮すると特需によって4億ドﾙ位のお金が入り,交進
臘潭,米国の文官その他外国人が占趣策と関連して日本

で使ったお金，例えばお土産物登買~うとかパンパンを買う。
とかいった穣なこともあるですが， これが月2,500万ド

、

ル位，年間にすると3億ドルもあるということになってﾙ、

る。その他に米国の国防費から支出されるドル麦抵が未だ

ある。その他の貿易外収麦の受坂りも合して9傭ドル強に

す。ところが昭和25年6月を転磯として日本の産業の全

部とは申しま控ん釣湘当多くの部分が急速に蘇えるという

幸運を経験したのであります。それは何であるかと申しま

すとその一つは購細である。特需は朝鮮冨胤勃発から

現在までに契約と致しまして約6億ドル見当田ている。こ

れらの契絢高の70％見当が朝鮮関係であるといわ狂てい

るのであ.りまする斯ういった穣なことで所謂金ヘン景気が

生じて参ったのでありますもと同時にそれだけでなくして

先程私が一寸申し上げました穣に,瑚鮮動乱後所謂各国の
国防経済軍鋪起り，各国はその経済の相当部面を国防腫

割かねぽなら願，その綣果今までよりも輸出余力が小さQ<

なって来悉。そして日本の輸出産業がより有利になってく

るということがおこった。そうでなかったら日本の輸田は

さっと悪かったでありませう。

第三に米国は国防経済と関連して戦略物資の買付を当初

相当広汎にやった訳で息す｡戦酪物資とは何であるかと申し

笈すと，アタヤ地区についていえば例えばゴムであります

とか，錫でありますとか，女ンダステンとかいう穣なもの

で米国の経済力にものを言はせて大避に買付をした｡する
と世界の金ヘンの原料相場力§上り，且つ輸出国には思わぬ

お金がころがりこんで来た。ぞの詣金をインドネシヤにし

てもマライにしてもじっと読んでおいた訳ではないので続

物を外国から買って来るの腱使用した｡そして日本の嘉物

に瀞する海外からの有効需要も錯加した,臓買カカ髄えて

いった，という穰なこともある訳であります｡この犠な波

によってそれ程大きな増加という訳ではございま､せんけれ

ども,翰伽噸当のびた。

それからもう一つ，たとえば沖繩基地建設その他力韮め

られたことによって日本人の雇用物鑓えてドルがスって来

た。寵た駐留軍の国内消費でドルが貯つた°この様に様鈴

の原因で日永に外貨が蓄漬せられた，それによって間接的

には日本の経済ガ逢体と致しましては私ど“掘ったより

も復興をしたと考へられるのであります。

しかし今やそういったプラスに対ずる調簿箇程が講和と
共に国際経濱の噸だるふと関連してこの日本に始まろうと

しています。樹唯知の米国は今年の1月に国防動員計画を

2ケ年騏かり延長するとい5ことを声明しました。世界の

経済は今では米国の手に握られているといった様なことも

ございまして今度は国際経済の中だるみの第二波が世界に

おし寄せ米国以外の自由世界に経済の浄淀るみとか停滞が
亡

発生しているのでありますb

こ舎坐遁濃茜譜穣方に特に申上げたい点はこの様に経潰は

発展したけれども，これは決して安定した姿であり’日本

の経済がもう大丈夫だという犠涯はまだなっていないとい

うことであり霞振これが大事瀧ことでありまして，7院

一
）
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を盤得しておった。,日本の綿業催世界的水準に童這追付い

て，印度から安い綿花を買いそれを米綿そ、他と混錦す愚

ことによ』って多くの輸出を行い相当沢山のﾀ液を瓢､､画呉

#IJた。更に朝鮮，中国にまで日本の紡績は資本進畠を行っ

た。その他にも色々と繊維産業のプラスはあった訳逵あり

ますが，これらの繊維産業の発展の上に,われわれの食糧

輸入とか他の国内用の工業原料の輸入とか壁賄わ奴ておっ

たといっても過言ではない。そして国際収支はそれ侭ど不

健全ではなかった。しかもその余力をもって軍需工業を育

成して行くという経済力をも持っておったのでおりま魂

ところが今やその肝心の繊維産業は終戦後どうなってい

るかと申し龍すると，最早昔の様な条件で安定してやつで

'行けるという訳ではない。今は不景気で春息吐息で過りま

せうけれども先にはまた若干立直るでし災5。兎も角衰え

たりといえども日本の産業の中で国辮勺に通用し得為もの

はたった二つしかない。その一つは綿業であり芯5－つは

化繊であるということは事実である。しかしそれにし室も

綿業や化繊さえももう昔の猿に日本の経済の担い手に十分

なり得ないし，交今後もなり得なくなって来た。日本の綿

業は戦前の最高の50％混当までその生産が回復したので

ありますが，そこで略々行詰りといった様な機好涯なって

いる。日本の化学工業も昔の最高の4分の3見当の生産ま

で行って略為こ坐で飽和点に到達しているという様な苦難

に直面している。生糸は最早昔日の隆昌を経済的には殆ん

ど取戻し得ないであろうというごzも確実になった。

これらの産業は自分自身の産業の中でば輸出入を何とか

やって行けるでありましエ5．併しながら昔の様に他の産

業や国民生活をも十分霧すだけの力を鐙早持っていない。

本当に今後永続的に日本の経済を安定せしむるためには

論ｵ'斑つれはそれに代るところの産業を育成して行くか,若

くは逆に輸入をへらしても9,000万入の国民ガ鑿きて行け

るといった嫌な政策左経済的に成立た上しめてゆかなけれ

ばならないのでありま･ず。でなければわ淑劇つれは半ば「植

民地的」な形で日本の経溝左賄鍾て行くという様な対策を

取らなければならないでありませう｡．

では次に第二の政策は侭r舌あるかと申しますと，そｵしは

繊維工業以外の他の産業をもつと合理化し高慶化して国際

的にももつと競争出来る穰に育成して行くという措置を今
の中に講じて蓋かなければならないということでありま

お

す。私は過日公表された経済同友会の「講和後の日本の経

済政策」の作案に参加し，これは新聞にも出たのでありま

すが，その基本的な榊想は唯単に特需に依存するというだ

けでなく，轄需とか箕易外収支の受坂りがある間wこ将来わ

オ'易つれ国民が国際正常化の場合にも生きて行けるだけの素

地をこ▲で果敢に打出してゆく。もつと産業人もこれに努

のぼり貿易商では7侭ドル位の不足にはなるけれどもこれ

を.うめて2億ドルのプラスを残すという穣な状況になって

いる訳であります。

ドツジ氏は特需を当にして日本の経済の自立をしてはい

けないということをおっしゃっておりますが，本当に斯弓

いった様な蕊の-fでは日本は独立と自主をかちえたとして
も十分なりとはいえないでせぅ。こういった条件が日本に

･なくなれば日本の経済の自立と安定は余計に小さくなり，

脅かされるという様な懸念も強いの看ありますbわｵ1身つれ

はそれをもつと無くして行くということを考え，叉実行し

て行かなければならないのでありますb

今後の經濟對策
一
』

そこで私は今後の経攪バランスの上から非常に切実に感

じている点を皆儀方に御指摘申上げ本講演の線議にしたい

と思うのでありますb ,透はこういった弱点をなくする方策

は全然ないのか，と申しますと，私は必ずしもそうは考へ

ない。日本の経済をもつと安定した基礎の上にもって行く

為には，大まかに申して次の二つの部面からの対策をもつ

と果敢に今後打立て上行かなければならないと思います。

その一つの対策は何であるかと申し萱すると，ドルから

の輸入を節約することをわれわれはもつと実行して行かな

ければならないとい5ととである。何によって可能である

かと申しますと，簡単な言葉で申上げますならば，国内資

源をもつと経浩的に培菱して拝<ということであります｡

もっと端的に申上げますと現在250万トン乃至300万ト

ツ輸入している食澗を，少くとも半額雀で国内.の増産と南

方から畷入によって経済的に成立し得る稜にｵつ調つれが

努力4－て行くということであります。それからもう一つ国

内衣料のために使って､鳶る輸入綿瀧を国内のｲ瞳学辮倉や合
成繊維によって田来る淀同経済的応腫替えて行くというこ

とであります。もつとその他にも国内賓源を活用する。し

かも臨蔓済ベース」で生かして行くことが大切です。後で

申上げます嫌に，林業が果して正しい政策によ毎で今後運

営せられて行くだけの条件があるかないかと云つ挺綴な点

が非購に問題でございませうが，その他にも国内資源を活

用して行くという様な途をもつと果敢に釘立てて勃謎なけ

ればならない。と申し承するのは昔の日本の経済ほそれを

支えて行くところの産業を有つ莚おった。ところが今でほ

お減うれは将来を支えで行くところの産業を有っていない

から蓮あります｡ 雪

戦前の日永にほ鋤腱産業というものがあった。職的に申

上げまして繊維産業が日本全体の経濟の支えになって詫つ

たと思うのであります。生糸は御存知の稜に70万賎も生

産され，その中50万俵力球国にどんど＆輸出されて"I賀

一
』
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可

力して塾そういった様な態勢をつくり上げて行こぅという

ところにありまき。今の日本の産業界にもそういう穣な考

え方の麦識者が出て来ました。最早自由経済の均衡だけで

日本の経済力輔い得るといった襟な時代は過ぎ去ったのだ

と私どをもは確信するのであります。

これは輪笛産業の育成のための合理化』近代化を押しす

すめるということですYo l
とに角この二つの面からの対策を菰は仕上げて行かな・け

れば本当に日本の経済は安定もし，自立し，強い発言権を

もってわが日本動弛界に自分の立場を主張するということ

は出来ないのではないかと想うのであります｡そういうこ

ともしないでハツタリと思いつきで日本をよくしてゆける

政治家がおいでになったとしたら，それは余程「天才」で

ありましょう。御存知の嫌に明治初年から60年かLって

日本は世界の一等国になった。それは日本が経済的にも一

等国になったからであり，そのときにはじめて日本は政治

的にも一等国並の発言が出来るようになった訳でありま

すbその事実を忘れで講和になればこれからは世界に対し

てどんなことも言へ童しよう，俺はこｵlから2ケ年間で日

本の経済を十分回復せしめて見ぜる，俺は斯弓するんだと

いう様なことをいつで嘘やハツタリでごまかしてゆく政治

家がいるとしたらこれは御信罵にならない方が良いと私は
思うのであります。

独立:と自由をかち得る危め腱は顧みで経済の基盤と産業

鱗成を本当にこ坐で立直して行くといった椴な覚悟を国民

が釘立て坐行かなければならないと私は考える訳でありま

す｡今やそのこと麹自主的にわれわれが解決しなければた
らない時期が眼の前に来ていると思うのでありますも

任は当然生じて来ると私は思うのであります。その点では

私は日本の自衛力強化ということにFついて反対するもので

はありません。唯私の蕊5るところは雁演の能力を週脱

して日本の自衛再軍備が大きくなって参ります」と国民経

済に混乱が生じてくる過去の経験に鑑み’われわれとして

はこの際真の日本経済の自立と安定と復興を第一眼目とし

て今の内に将来の素地をつくって行くことを心がけてゆか

なければならないということであります｡無反省に自衛力

獅憎或は再軍備が行われると，日本の将来の発展或は民主

化といったものは現実の上ではより苦難に直面して行くで

ありましょう。

ところで最近日本の自衛力強化とか或は講和後に於ける

安全保障条約に伴いまして米軍の進駐ということが問題に

なって来ている。もう一つの特長と致しまして日本の防衛

問題に』ついて旧軍人，その他の方.々が色'々な形での仮想敵

国の進駐に備えて，どの位の防衛力を日本が有たなければ

ならないかということを計算されているという事実があり

ます。その一部は新聞に報道されていま龍

漉はどの程度の軍備を有てば仮想敵国の進駐に備えてわ

が方の防衛が出来るか，ということを技術的に算定する能

力がない。ロ津は経済的な面から見ましてそれが経済力の

限度を超えてなされると致しますと，寧ろ国民経済，国民

生活或は防衛そのものにマイナス的要素が転稼して来るの

ではないかという穣なことを恐れる訳であります。例えば

色々な案が出て鈴りますし，叉新聞や雑誌の中には私を再

軍備論者の1人の人間として紹介しているものもあります

が，私がこ上で言い得ることは，最近そういった様な軍事

専F嫁の方煮によって立てられました案を拝見致します

と，かりに数年後に日本がアメリカ軍の撤退に備えて所謂

安全のために保有すべき最少限の軍事能力としてこれらの

専門家力濤っておられますのは，陸軍的なもの－これは

色々の人によって違うのであり稜するけれども---譲あ25

万から30万人見当有って行かなければならぬ，それから

海軍的なもの，即ち鑑船について言えば30万トンから40

万I､ン見当の艦船をこの日本は保有して行かなげｵしばなら

ない。また飛行機につきまじては所讓蒜溌胞璽のジェットを

中心と致しましてそれに若干の予備磯をつけまして2爵500

～3,000磯見当を保有して行かなければならない。そうし

てこれらの装備は第一級装備たることを要する′この程度

の軍隊をわ3，針つれが仮に将来育てば，仮想敵国の侵略とい

うものがあった場合誰期間は少くともこの国土を城出
来るといった雛Iこ篇醇されているようですも

私にはこの穣な言i算が果し種正しいかどうかということ

は分らない。

ところで現実の計算の問題としては御存知の猿に第二次

琴

一

國民經濟と再軍備
毒
〉

ところで講和後の日本の旙賓としてその他にも色鳧の間

題力錨るのであり表す。例えば先程も一寸申上げました

が，「賠償」がどうなるか，「日米経潜協力」はどうなっ

て行くか，或は日本のI再軍備」はどうなって行くかとい

うことなどは非常に重要な問題でありまぜ5。そこで先づ

第一に日本の再軍備について講話し申上げたい。これ渥つ

いては色燕な議論が目下国内でた奥かはされている。段燕

これから自由斑発言をすることはむづかしくなって来るか

も知れません漆,兎も角現段階看はわれわれは再蕊備或は
■

再軍備と経濱の関係については発言をするということは自

由であります。私は日本の再軍備については「個人釦に

斯らいう風に考えています。日本の一部腱は国防はしなく

ても良い，国連に委して話けばよいという議論をする方も

ありましょうが，現実のコースな考え叉国の独立自主とい

5ことを考えた場合独立国は自分の国を防衛するだけの責
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大戦中或は後に非常に世界の軍備という］大戦中或は後艇非常に世界の詞庸というも

講和後の日本経済の問 題について

事即ち全部の物資動員の中核的底綜合調整の仕事であり，
その任務を一事務官として担当しておった訳であります。

ところが当初支那蕊変というものはそ5拡大して行くとは

考えられていなかった。その後段燕とこれが拡大し，長期

化する穣な事態になり，これに対しておれわ剥沁は，国防力

の安全を期するため，叉段々と進んで参りまする外国の輸

出制限をチェックする，たとえば米国力輸出を制限する，

といった犠な措置が段々と現実化して来る状況が生じて参

りましために対処する為に，政府は日本銀行その他の金鐙

持出しまして事前に米国その他から重要な国防原料或は国

民生活に不可欠Q原料の特別輸入を行う等をなしたので魁
ります。これは数回しましたが，これを合せて現在の時価

lこ換算して10億ドル見当，それに函敵する原料その他を

保有してこの分には手を着けさせぬといった犠な措置を頭

つた訳であります。

その他に一般の輸入につきましても，出来るだけ直ぐに

使わずに将来にリザーブして霞くという措陵をも取りまし

た。

．ところで支那事変の進行中の昭和15年の9月頃であっ

たと思いますが，私どもの作業班に対し，仮に日本が両面

作戦を展開した場合，日本の経済国力は果してどういうこ

とになるかを計算しろという命令が下って来たのでありま

すbそしてその大体艤過は矢張り後になって現実になって

現れたのでありますが， それはソ連と米英国左相手にす

る，併し侵略の進行の主体を南方に騒ぐ。概ね半ケ年後に

は日本は南方の経済間を取って｡しまう。そうして段々そこ ・

にある資源を戦卿こして日本の経済力を補強して行くとい

う前提で，日本の経済国力がどの程度上るか下る力計算し・

ろ，といりことであったのであります。

簡単の様でございまするけれども細かく分ければ当降私

どものやっておった物資動員計画は八百何十踵類に亘って

いる。そのうち，重要な物盗だけでも百何十種類あるので

ありまして，なかなかそれを綜合的に弾き出して行くとい

うごとは困難であり童したが，私共のスタッフが大努力を

のが高函息して

いる。その過程を背撰にして仮に一応与えられたペースで

装備をした場合，どの位の幾用がか坐るかを計算して見童

すと，第一級装備を中心にしてこｵ1等のものを日本が有つ

とすると，その若干は友好国からも助けて貰うということ

を前提としましても2兆5千億円以上の金がか上るのでは

ないかと思うのでありま､すもこれは日本の全国民所得の半

分である。尤も日本の現段階ではこの嫌な装備につきまし

てはこれを1ヶ年でやることは必要ないし，またやるとし

ても連合国や米国から相当高度に表展して貰えることも可

能であり蚤すから，そのほとんど全部が日本の国民の負担
にならないということもあり5ることです。

解しながらそれよりももつと端的な問題は維持です．仮
りにそれだけの軍隊をわれ劇っ2噛母保有して行くと致し裁す

と， 1ケ年間のそのための経菱は大体6,500億円見当に

なるのではないかと考えられる。尤も今は志願兵制度であ

りますから昔の嫌な徴兵制に戻せばもっと安くなるがも知

れませんが,皆様も御存知の様に目下1ヶ年の国の一般会

計の歳出入は8,500億円見当である。、この事実を考え茨

すると，これだけの縮寺を日本がやって行くということに

簸りますと結局他へ激が寄る。つまり国内の資本蒜蹟或は

国民生活に雛が寄るという徴なことなしには賄い得られる
卓

ものでば厳いと私は考える訳であり童す。従いまして私は

日本の立場というものをもつと真剣に考え，漸進的に国防

を進めて行くという措置を取らなければならないと思う。

自主的な防衛を排撃する訳ではない｡総兵制度よりは自主
的な防衛を私も有ちたいと思います。併しながらそのもっ

て行く行き方について蝿はもつと納得の行く形で進ぬて
行かなければならないと思う。仮りに経済力を無視した防

・衛ということになりますれば，極端な言方かも知れません

がi共産主義を打破るために，或は共産主義の侵略に備え

て1日本の国を防衛するために句くった軍備が経済の駿行

性を通じて国民坐活や蚤本蓄積に識を寄せ他方に鈴いて共

産主義を育成する種を蒔く」ということになっては困る訳

〆

一
」

ハ

●

一
一

であります。この矛盾を無視して無計画に行われますと日 致しまして1歩月半か2ケ月の間にそれに対する影響及び
本にとって決してよいことではないし，識個人としてば蕊 判断を調査したのであります。遺憾ながらわれつれの判断
5る訳であります。 は，仮'乙恵.まれた状況の下において日本の作戦が遂行致し

昨日も或る会合で御報告したのでありますが，私個人と たとしても，日本の経済国力はジリ貧にならざるを得ない

致しましてはそういったことを蕊5るところの非常に個人 といった瀧論に到達せざる霊得なかったのであり議す｡蔵
的な体験を有っている訳であります。個人的なことを申上 どもは唯単に仮定の上にたってその調査なしたに過ぎない

､げて失礼ですが私は民間から起用せられまして昭和理年 のでありま救が，仮にそう．いった嫌な鋳愉が出たとした

に役人になり毒した。そして昭和12年から16年の初め ら，そのさい急速に米国と事を櫛えるということについて

ま,で企画院で戦時の物資動員計画の往事に参加して鑑つた わが日本は禽重でなければならぬ,絃局は米国の経済力と
訳であります。地位は非常に低かったのであり壷するけれ 日本の経済力との競争ということが決定的な運命である。

ども，私の仕事の内容は実に国登動かすところの最高の仕 こういう風に私どもは判定した。相当それに対して同感の
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方もあったのでありますが，その後私はそんなことや，そ

の他が原因になったのかも知れませんが昭和16年の初め

から約3ケ年間圏圏涯入るという運命を繼義したのであり

童窕最近になりまして色為とわが日本がどうして戦争に

追込まれて行ったかということも明らかになった様です

が,要するに政策ガ鏡実の地に着いて考えらｵじずに,唯単
に作戦担当者とか外交専門家といった嫌な方なの見解だけ

で運懲せられていたというところに取りかえしのつかない

大きな間連があったと思いますbこの織なことが再びこの

日本で叉生じて来るということを私は恐れるのであり堂

すもわｵfわれは講和後，目之外に向けるどいうことも必要

でありましょう。けれどももつと日本を現実に建直して行

く，耐乏をしても日本の国力を充案して行く』国民生活が

やって行けるとい5措置をつくり上げることを私は何にも

増して禄っなければならないと考える。造憾ながら色為の

方がおっしゃる様にそう′日本は米国経済とはなれてはやっ

て行けるという経済ﾔｺまなっていないのでありますbこの

現実をもわｵ1劇つれは率直に認識して行く，そうした上･で着

実に経済国力をつくり上げ，国際経済の正常化の時態に於

てもわｵl射つｵLが立って行けるという準備をやって行かなけ

ればならない。私は地方ぞ林業関係の事業にタッチしてい

られる皆様方に対しましても，斯ういづた嫌な点左認識し
ていただきたいと思うのでありますもその他色燕申上げた

い点もございますが,最後に林業の問題に対しまして私個

人の率直な見解を皆様方に申上げて見たいと思います。

ありますbこの穰なことを私が申上げるのはもとよりI釈

迦に説法」の感があると思5のでありますが，一応私は自

分がやりましたさLやかな経験から申しまして，その雛に

感ぜざるを得ない。ところでこの私が，日本の搾鯛題に
ついてこれはえらいことだといったE峰を起しましたのは

先程申上げ童したが,経済復興計画の第一次鐸，第二次

試案を打立て上おった時であります。私は事実それほど日

本の林業というものが識I的に見まして行詰って行くとい

った風にはその当時までは思っていなかった。その当時主
、

管の方燕にお集りいただきまして，日本の経済摸興計画の

物資需要というもの左測定して行くと，少くとも計画面か

ら一番日本の経済の発展を抑制して行くという要素になる

ものは日本の森枕資源である，ということになってきまし

た。成長鐙を上廻る伐採詮防がなければわが国の森林は消

滅する，尤もこれは現在半ば常識となってい･る訳でありま

しょうが，そういう風に言われながら日本では矢張り昔の

ように困れぼ外国の木材が入って来る，例えば樺太の木材

が入って来る，といった稜な認識がまだあるのではないか

と思いま説私どもが色,々需給推算を致して参り霞すると

木材が供鵜出来ない為に住宅計画を一一これは架空な計画

であったかも知れませんが一一小さくして行く，他の計画

詮押えて行くという様なことで計画上の辻捷を合詳ざるを
得なかったのでありますもそれではその後本当に日本の森

林を保護育成するための政策を政府がお立てになり推進さ

れたかと申しますと，実際ば決してそうではなかった，と

いうのが事実ではないかと思うのであります。昭和25年か

ら26年に至って経済自立計画は年為2,000万石の需給が

食違った儘報鵠を作ってしまうとい5嫌なことになった
のでありますbこLで森林法その他の問題についても申上

げたいと思うのでありますけれども，藤は森林政策の確立

がもつと綜合的な観点からうち立てられる，技術と経済の

綜合した分野からはっきりした姿で長期的に打立てらが
る，そして皆様方の個盈の御仕事がそれと結付いて進んで

行くという穣なことがこれからは湾ドとも必要ではないの

かと思うのでありますも昨年の森除法の改正が行走'れた際

にも私どもは要望しておいたのでありますが,御存知の濠

に私共の団体は生瀧者と消費者の両方集った様な団体でご

ざいまして，辮罐が改正せらる上に当り，その生長量を

、上廻るところの伐採を制限するということについては同感
だ，併しながらそれだけでは日本の問題は解決しない。経

済自立との関係で需要量との調整を如何にしてゆくか，と・

いうことが一番必凄な問題だといわざるを得なかったので

あります。

ところが一応そういった穣なことが封立てられたのであ

りますが，今の段階で私共が申上げたい点ほ，管嬢方の森

ぷ‘

一

日本林業の特異性

・林業は今私が申上げたこと上は違いまして，講和そのも

のからそう大きな基本的な変化を経験しないものであると

思います。併し日本の経済全体がこ上でも5F一遍出直して

行かなければならないということをこの私が真剣に考えま

するについては，日本の林業政策ガ課して過去に於て十全

であったか,今後に於ても日本の経済の自立と復興を目指

して本当に十分な基礎の上に綜合的にこれが打立てられて

いるかどうかは反省して見為必要がありましエう。私が鐘

に過去1ケ年間この方面の仕事をして体験致し議したとこ

ろによりますると，私は率直に申しまして日本の林業政策

は他の政府の政策よりも劣っている，後退しているという

風にさえ，言えないことはないのであります。

森林から木材や薪炭が生潅されるということは何百年も

何千年も前からで今も昔も変ったことはない。併し日本

の，或は世界の社会経済的な条件というものが異るに連

れ，私は森林のもっている社会経済的関連とし:5ものは色

色違った角度で進んで行くし，叉日本の林業政策もそうい

った関遼雇進んで行って貰はないと意味がないと思うので

套
足
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稲葉：講和漠の日本経済の問題について

の荒廃ならまだ宜しいが奥地林が荒廃して仕舞えばこれは

とんでもないことになる，電源開発も出来ない，洪水が起

るというのです。それに対する十分な体勢が林野庁と地方

庁にない以上自分達は予算の増額ほなかなか認められぬと
いうことでした。その佐竹君の意見には誤解の点もないこ

と億ないでしょう。しかし私は搾嵩攻策の技術と据導は国

有林に鯛する限りは進んでいる｡.併しながら日本の森擁全

体の保全と育成といらことについて，皆さん方がどの程度

に熱意と努力で論やりになづているかということに対しま

して，又それに対する措置が現在の予蝉と人的配置におい

て果して十分なりと皆綾方がお考えになって穣錘勺にやっ

て居られるかどうかということにつきましては私は疑問な

きを得ないのであります。端的に申し霞するならば，私は

林野庁という役所は唯単に国有林の管理壷するという役所

"Gあってはならない｡国有林のｵ勅を売るだけの役所であ
ってはならない。日本の全林野を指導育成して行くという

役所でなければならないと思うのであります。従って私ど

もは今の雛野庁がもつと育成部門に重点をうつし，もつと

本来の民有称を中心にした森林の保護育成をして日本の林

政をもつと統合して行かなければならないと思うのであり

ます。

森林には公益性と経済性の双方が考慮されなければなら

ない。その二つが旨く混って行かないと問題は解決しない

のではないかと私は考える。

ところで他の政策の面，例えば農地問題とか農業政策と

かいった場合には終戦後色,々の改革が進んでいます。斯う

い､つた様な点につきましては私は綜合的な林業政策と林政

の更新，地方の民有林行政の前進を心から切望致したいと

思うのであります｡尤も私は政策と行政機構が悪いという

ことの根源をただ機溝のぜいにだけ帰するという訳ではな

いのでありまして，結局林業の育成を妨げて行く一番大き

な要素は黄金の不足にあると思うのであります。従いまし

て予算と民間金融がもつと森林に対し旨くつく瀧に,林業

経営の確立，更にそれに対する効果的な配分力撮も講和を

機会に画期的に増強しなけｵじぱならないということを考え

ざる蓬得ない。
&

新しい森林組合の制度が出来てその改組も大分進んだ様

に聞いておりますが,今の儘に鯉きますろとますます森林

組合は苦しくなって行く，結局木材に関係の深い産業が，
国から過渡的に森林に対する黄金を如何に引出して行くか

ということ力澗題ではないかと思いますb私は斯5いった

様な角度で森林組合の経営技術というも､のが新たな関連盾

打立てられる必要があると思いますb

まだ林業浅術協会の理察者その他におはかりしている訳

ではありませんが，生産と消饗者の真中にあるわれわれの

林政策は森隊法を制定せられたにも拘らず実際は後退して

いるということであります｡私は今青森県の経済顧問をし

ていますが，実はこの間青森県に参ってびっくりしたので

あり霞すが，森林法が制定せられたのにも拘らず，県庁で

予想したよりも．伐採の許可申請に来てい愚者はたった2割

見当である。それでは予定の2割しか青森では民有林の木

を伐っていないのかと言えI漂際はそうでなくして，殆ん

ど許可を得ないでどんど知と伐っている状況である。それ

を役所は各あずじっとしている。これは唯単に青森だけで

なくして他所にも相当にあちケースではないかと思う。法
律の立て､つ放し，運営を十分していないという織な欠陥が

特に猿野序以外の,国有林以外の地方の林業においてはあ
るのではないかと思う④であります。この閻私どもは林野
庁と一緒で礒林泥棒」という映画の試写会を東京でやり

ユ

好評を博したのでありますが，あの中に出ていふ様な森林

法の完全実施を自分の任務にして好悪者と闘い自分の身を

挺して森除法の実行に当っているといった様なケースは今

のところ私は皆穣方を前にして非常に失礼ではございます

が余りないと思う。主体的な条件は法律の制定にも拘らず

現実には余りうまく確立さ》1，ていないのではないか。そう

して実際以上に過伐が行ﾖつれ，森林法の制定にも拘らず，

長期的には日本の森林資源が荒廃しているのではないかと

思うのであります。

もう一つ私どもが不思議に思うのは「森林の露｣とい

うことであります。 30年経てば日本の山は丸裸になる筈

でありますが，実際の森林の蓄潰鮭はもっと大きいのでは

ないかと思う。それが役所の場合簡単に計算ぜられて，先

程松川さんがおっしゃった様に個盈の地点そのものについ

て十分把握せられていない，斯ういった穣な点についても

私は非常に欠陥があると思う。そういった嫌な形で森林法

は制定せられた，伐採の後には早く植林をしなければなら

ない,糖休をする場合出来るだけ生長量の早い儒繧とマッ
チをする木を植えて行かなければならない，などと斯うい

った様なことが尋っｵしている訳でありますが，現実にはそ

れはどの程度まで尋<実行されているかどうか,斯ういっ
た様なことにつきまして私は矢張り疑問なきを得ない。

もう一つ私ども催昨年他の稼業団体と憲一･緒になりまして

公共事業識の中の林業予算を増加したいという迩助に挺身

しました。森林法は今年から実施される，だから少くとも

去年よりも2倍の公共事業蜜堂いた鑓きたい，そして2つれ

われは壁也縮萱の開発，造林を出来るだけ効果紬にやって

行きたい，というのがその目途でした。その際の主計官と

言啓つれる大藤省の佐竹君力認に逆に質問したのであります

が，これ以上奥地材遁をつくっても人手がない，また林道
左つけたとしても今の儘では荒廃を促進する，そして里山

一
）

6

一
」
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稲葉：講和後の日本経済の問題について
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任務と致しましては今年は大きな二つの推進方策を打出し

たいと思っています。その－つは奥埴林開発の問題で，奥

地林開発にjついて特別な立法をつくって， もつと計画的

に，ばらばらにならずに，奥地林が開発され;生産が行わ

れ，後の造林が行われ，もつと効果的に使われると共に，

今まで他方に心配されていた様な問窪が生じない様な一つ

の特別な立法をつくって貰いたい，第二の問題は関連産業

から造拭資金誼もつと大副に*鐸に汲上げるために部分林

制度をもつと広汎に普及せしお‘るということにあります。

長野県でも民有林で木を伐った簑上でおつぼり出さ秘てい

る土地がありましょう。その土地な全国民の熱意と努力に

よって少しでも造林閏来る榛腫画卿的な方策を打出す。そ

の為には部分林制度をもつともつと広汎に活用して行くう

必要があると思います。

林業予算の瞳得ということ議今年の場合私ども森林盗源

‐綜合対策協議会は生産増強対策の非常に大きな問題として

打出したいと考えています。素より専F嫁でない私が斯5

いつたことを申<上げるといろことは独断に過ぎるという風

に蕊叱りを蒙むるかも繩し叢せんが,私は個人的な過去1

ケ年間さふやかに自分の仕事をして参り霞して，日本の林

政の問題“機溝の問題，現実の在り方といぅことにづい

て，果して日本の森林が一番日本の産業の隆路であるとい

うこと力零実ならば，こｵ1毛良いのかという疑問をもたざ

る左得なかったのであります。この点一つ皆嫌方も御溌起
一 E

していた時きたい。そしてもつと日本の森林が育成される

様に技術の面，資金の面指導力の面で鐙働きを願いたい

と思うのであります。

非常に長時飾り止めのない瀦話憩申上げ恐縮でありま
すがこれで私の話を終りたいと思います。 （拍手）

寺

委

一

;,…"""｡,…｡｡‘…｡…,,,．""･･…"･･･｡,｡｡"………‘古書斡旗"…｡｡…｡"‘…""""‘｡"．…｡‘…..,……"｡｡...,"卿"”

I O下記朧会員,其他の委託品価格で,御註文に対し本会は送料の外,斡旋手数料として其の-割な申受げます。

難…＝
pl

l50

501
3001

香木類の2）・(昭2） 3501
〃 〃

（唐木類の1，2）（大弓～7） 600 1
轆辮督府冠帽鰯付近癖植物調査譜(昭'0） 5001
神宮司庁林務課神宮神域の老樹名木(大ﾕ5） ’20 1
群馬県林癖群馬展の材業（昭9） 200｜

宮下保雄北米合衆国の森林没び澗錐（大15) 100 1
山林局初等中等諸学校の学林(昭遍） ’50｜
三浦伊八郎林業実験と実習‘(昭23） 2001
山林局本邦森林金融事情（昭16） 100’
大崎六郎山林の管理（昭23） ユ00 1
米国農務省林業の新知識(森{漏長の報告書)(昭24)'00 1
永見健一造園学（昭7） 2200 1
田村剛実用庭園顎直物篇(昭5) 250 1

。〃 世界造闘図集（昭4) 650
野間守人図解庭園樹木手入法（大12） 6001
内田･下村原色鳥類図譜(昭''） 、 500/5&｜
日比野貫三実用木材銘鑑(昭9） 37001
渡辺全世界樹木字蕊(明娼） 2001
本多静六森林家必擁(昭25） 6001
森林満水気禦艇報ルー11（大n～昭6) 5000 i
北大演割繩f究報告1の]:~14の1(大4～昭23） ． 1

4冊欠 18,000 1
北海罰業試…L~6（昭15～18）1冊欠 10001
ForeStry㎡fnSugi'' and"Karamatsu'' 1926 、 300 i

1q0”UOOo･……o0qOn00”3曲･qp0000““‘､0000..0画画口加｡…Oﾛ皿000,口…0.00ｺ0000.…………00……O00m00D0u0oul

円
０
０
０
０
０
←
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
皿

０
０
５
０
２
８
０
５
０
０
５
０
０
０
０
５
０
５
０
５
０
０
０
５
ゞ
配

０
３
１
２
１
１
２
１
８
３
６
３
７
３
２
１
８
１
１
６
９
１
１
２
ｍ

１

蜘
澤
鱗
功
ｊ
・
の
有
１
関
・
皿

》
睡
岬
癖
に
》

》
函
蝉
輝
岬
抽
誕
噸
》
礎
瑚
〆
・

罐
”

〕５１

》
》
調
や
・
の
Ｊ
》

大

ｊ鱸
可
塑
鑓
凱
功

卿
岬
・
一

蝿
る
の
昭
８

》
》
》
》
》
》
》
演
恥
拙
岬
函
鐸
》
嘩
理
恥
勿
噸
鋼
銅
椛
鋤

混
ｊ

》
麺
》
》
日
料
》
姥
》

《
瘡
》
》
》
翻
》
》
》
》
媚
向
く

》
〃
》
》
》
恥

》
論

》
》

》
〃
鋤
》
鴎
認

蝿

認
鮴
蝿
国
認
と
理

会

〃
〃
罰
東
蠅
榊
←
程
罫
庁
局
直
局
皿

《
癖
峅
〃
．
〃
霊
林
》
季
準
》
挙
癖
《
』

｛
〈

》
恒
》
鮒
細
緬

静轌
輌
麺
細
：

新
山
北
鵡
峰
赫
泉
農
岬４■■０

目
目
頓
曽
“
苫
呂
冒
“
“
目
目
ｇ
ｇ
ｇ
ロ
呂
・
昌
昌
目
冒
言
冒
冒
ｇ
ｇ
ｇ
弓
呂
冒
。
。
“
働
国
目
吾
呂
呂
冒
口
口
“
目
名
目
呂
呂
目
。
。
。
且
“
。
ｇ
冒
自
“
目
轡
“
。
。
“
“
ｇ
・
目
”
呂
呂
鱒
“
・
弓
。
。
。
ｇ
目
口
ｇ
ｇ
目
目
ｇ
ｏ
目
。
目
目
。
ｏ
ｇ
ｇ
“
ロ
。
駒

１
１

声
）

《

－36－



■■

本會役員（敬称略）
長松川恭佐 ・
事松原 茂

事平野孝二(林野庁国有林課）
大久保恭（ 〃 〃 】
松形祓堯（ 〃計画課）
諾瀬寅三（林業試験場鯛査室）
吉田好彰（日本木材協会）

事伊藤清三（材鰐庁林産課）
中田幸吉（ 〃治山課）
小柴辰二（ 〃調査課）
大福喜子男（ 〃 〃 ）
村田初治（ 〃林政課）
豊田丈夫（ 〃研究普及課）
岡島呉郎（東京営林局）
小倉武夫(林業試験場木材部）
右田伸彦（東京ﾒ津農学部）
夏目 正（東京農工大学農学部）
佐伯操次（東京都林務課）
飯島富五郎嚇業経済研究所）
横瀬誠之（林総協）
梅地十郎（国策バルプエ業株式会社）
近江太郎（十条製紙株式会社）
寛 正二（王子製紙工業株式会社）
大谷 滋（三井木材工業株式会社）
谷藤正三（谷藤製材工業株式会社）
吉田 実（北見営林局）
淡谷忠一〈衞広鐵粥局）
森川幸一（札幌営林局）
童本 殿（岩手県）
水野金一郎（秋田営林局）
池田清次郎（秋田栄）
三井鼎三（福島県）

子幡弘之（東京営林局）
宮郷吉之助（山梨県）
矢沢頼忠（長野営林局）
木下幸作（長野県）
植杉哲夫（大阪営林局）
小野達道（奈良県）
奥原日出男(高知営林局）
立石専三聴島県）
相馬五郎（熊本県）
片山佐叉（熊本営林局）

事驫告蕊斎騨灘驚蕊辻）

本
理事長j

専務理事7
常務理事』

男一一二一一

九州支部総会の記
－－

本協会九州支部の総会は去る6月7日9時から，宮崎大
学講堂で日本林学会九州支部総会と共催で開かれた。

この日は前日来から梅雨模犠の蒸し暑い天候であったに
も拘らず，宮崎県をはじめ九州七采から多数の民間会員，
団体会社の代表者,地方庁関係者，営林局署員，各大学そ
の他学校関係者，中央からは本部理事長等参集,参会者は
約250名の盛況であった。職能団体に対う~る全九州林業人
の盛り上る熱意が，講和発効後弥が上にも上昇しつ上ある
事実を如実に物語る極めて心強い総会であった。

総会は，片山購任委員の開会の辞に始まり，田中常任委
員の会務報告があり，議事は大賀議長司会の下に，6の議
案につき，野村市郎氏説明に当り，滞りなく円満裡に進行
決定した。次で大坪支部長代理片山常任委員の挨拶，松川
理事長の祝辞と要望の開陳があり，最後に相馬常任委員の
閉会の辞によって11時満場拍手のうちに終了した。会の
次第は概ね次の通りである。

日本林業技術協会九州支部総会次第

1開会の辞
2議長選出

3会務報告

4議事

瀞嘉鬼“
1
2
3
4
5
6

5支部長挨拶
6来賓祝辞

本部理事長
7閉会の辞
筒本日委嘱された支部役員の氏名は次の通りである。

支部役員氏名

支部長熊本営林局長 大坪藤市
常任委員熊本営林局経営淵握 片山佐叉

〃 〃 造林課長 田中忠良
〃 熊本県林務部長 相馬五郎

委員熊本営林局事業笥擬 二宮静夫
〃 福岡県経済部山林課長佐盈木堅一
〃 佐賀県農林部林務課長藤井毅一
〃 長崎県経済部〃 高津戸益美
〃 大分県農林部〃 梶原 久

宮崎県林務部長〃 大賀正男

〃 鹿児島采〃 田島文夫

支部の事務担当者は従前から引続いて熊本営林局造林課
野村市郎氏である。

この席上次期総会は,長崎市で今秋林学会九州支部と共
催で，開かれることに決定されたことは，益為洋為たる前
途を思はするものがあった。

総会終了後林学会主催の特別識演「アメリカに於ける林
学研究の現状一一塩谷教授」があり，午後は60余の研究
題目を三会場に分けて熱心なる研究発表が行はれた。これ
についで，18時半から，参会者全体の懇親会が県公会堂
で賑かに元気よく催さｵして20時散会。翌8日からAB2
班に分れて宮崎県の諮る優秀な観光パスで市内及び果下の
視察旅行に赴いた。

理
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昭和27年7月ユ0日発行 （送料共）
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新刊案内…00．0 日本林業技術協會の新刊書は
毎月此の頁で紹介致します

●

●

－~咳-~､林業技術叢書一

第''輯農博･理博舘脇 操著樹木の形態（樹木学第1編）
A5版・96頁・図版65．定価12513(会員110円）〒16円

20有余年に亘る北大林学科に於ける森林植物学の識義を基として樹木学としてまとめた龍1
編である。樹木学の根底をなす樹木の形態に関し，研究並に実際上に役立ち，かつ野外に於
ても容易に，しかも科学的に自然に接するように特に配慮せられたもので，出来る丈け図解
を入れて用語の解釈に意を注いで居る。

林業家が此の様な知識を身につけて森林に接するならば吾が国の林業ば箸し<躍進出来るで
あろう。森林樹木に関する絶好の基礎資料。

～v､'､-､'､林業普及シリーズ､ﾊｰ電､-､‐

林省三著松脂の探り方とその知識価100R(会員90R)NO.32
〒16円

ゆ ろ 愉100阜儲90R)
罰

No.33 松本由友著し

－－~~就業解説シリーズーヘーー

第46冊 小沢準二郎箸 カラマツのブこれ価4，円〒8円
カラマツに関心を有する向は読まずぱなるまい。謡者は林業試験場札'幌支場種子研究室長である。

（好評品切中であった次の二冊が再版刊行されました）

第31冊 原岡 泰著選木と 間伐蝋?弼整鯛

第39冊 岡崎丈彬著蓄積と生長量の正しい測り方
員
林
こ
だ
ま
改
題
第
三
十
二
号
）

山林局｡日林協編 林業用度量衡換算表
ポケット型(A6版)・230頁｡上製・良質用紙使用・定価150ig(会員135円)・〒16R

・曾て山林局が編集して，国有林関係全職員が，日常使用し非常に役立ったものであるが．本
会は今度林野庁の認可を得て此の盗料の上に更に最近必要性を加えて来たヤード，ポンド法
の換算表を作製増補した。長さ・面俄・立識・重溌その他の計量について尺貫法・メートル

法及びヤード，ポンド法夫々租互の換算表を最も役に立つように見易く作ったものである。

～､~､~－－､~､'‐豫約出版一一一~･一‐

大迫元雄著本邦原野に関する研究 価650円〒65円
B5版・上製函入・211頁・写爽108葉（原色版16X)

昭和12年本会の前身興林会より出版され,空前の名著として讃えられた本譜は,其の後各
方面，特に農畜部門よりの強い要望に応え，今度本会より再版予約出版することになりまし
た。限定版でありますから7月末迄に鐺忘れなく飴申込下さい。

【内容】 工．本邦原野の辮兄，江.本邦原野の変遷,Ⅲ､本邦原野の主要草類，Ⅳ､原野の更
新及維持，V.原野の保護（卿草類成長砥に関する試験･林業並に野草の飼料及肥料的
価値
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）

臺京譲野鞠拶亨譲日本林業技術協會 振替口座
東京60448番
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